
平成１２年の新春を迎
えるにあたり、全国の
消防関係者の皆様に謹
んで年頭の御挨拶を申
し上げますとともに、
日頃の御活躍に対して
心から敬意を表し、感
謝申し上げます。
さて、我が国の消防
は、昭和２３年に地域に
密着した自治体消防として発足して以来、半世
紀が経過し、この間、関係各位のたゆまぬ御努
力の積み重ねにより、制度、施策、施設等の各
般にわたり着実に発展を遂げ、国民生活の安全
確保に大きな役割を果たして参りました。
また、昨年八月に発生したトルコ共和国北西
部地震災害、９月に発生した台湾地震災害等へ
の国際消防救助隊の派遣をはじめ、諸外国から
の消防技術に関する研修員の受け入れ、諸外国
への専門家の派遣など国際協力にも寄与してき
ております。
しかしながら、社会経済情勢の変化の中で災
害の態様も複雑多様化、大規模化の傾向を強め
ており、昨年も、豪雨や台風による災害、茨城
県東海村におけるウラン加工施設放射線被ばく
事故など、各地で住民の安全を脅かす災害、事
故が発生しております。
こうした中、災害から国民の生命、身体、財
産を守るという消防の責務はますます大きなも
のとなっており、特に本年、発生から満五年を

迎える阪神・淡路大震
災の教訓を踏まえて、
災害に強い安全なまち
づくりを推進するとと
もに、総合的な消防防
災体制の整備を図って
いくことが極めて重要
であると考えておりま
す。
消防庁といたしまし

ては、消防補助金の確保、地方単独事業に対す
る財源措置を図りながら、総合的な防災対策の
推進、高度防災情報通信体制の整備促進、消防
力の強化と教育訓練の充実、消防団の活性化、
救急・救助業務の高度化等各般の施策に積極的
に取り組んで参りたいと考えております。
なお、本年七月に開催される九州・沖縄サミ
ットの成功に万全を期すため、十分な消防・救
急体制の確保について、関係省庁、関係地方公
共団体と十分な連携を図りながら、必要な支援
等を行うこととしております。
皆様方におかれましても、消防防災行政にお
ける様々な連携の強化を推進し、地域住民の安
全の確保、これからの消防のさらなる飛躍のた
めに、より一層の御尽力を賜りますようお願い
申し上げます。
皆様方の本年益々の御健勝と御発展を祈念い
たしまして、年頭の御挨拶とさせていただきま
す。
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１ 国の予算案の概要

政府は、昨年１２月１９日の臨時閣議において、

「平成１２年度の経済見通しと経済運営の基本

的態度」を閣議了解し、これを踏まえ、「平

成１２年度予算編成方針」を閣議決定しました。

これに基づき、１２月２０日に大蔵原案内示、そ

の後大臣折衝などを重ねたうえで、１２月２４日

に、平成１２年度政府予算案を閣議決定しまし

た。平成１２年度一般会計予算案は、総額８４兆

９，８７１億円で今年度当初予算に対して伸び率

３．８％の増で、一般に２年連続の積極型予算

と受けとめられる内容となりました。

このうち、国債費及び地方交付税交付金等

を除く一般歳出は、前年度２．６％の増の４８兆

９１４億円となっています。

その内容としては、約３分の１を占める社

会保障関係費の伸びが介護保険制度スタート

や失業対策費の伸びなどで４．１％の増と大き

いものとなっています。また、公共事業関係

費については、前年度と同額の９兆４，３０７億

円計上されるとともに、公共事業費等予備費

も２年連続して５，０００億円計上されました。

一般歳出の中でも「経費の合理化・効率化・

重点化を図る」という視点から、主要食糧関

係費（▲１６．７％）、恩給関係費（▲３．６％）、

エネルギー対策費（▲２．８％）、経済協力費（▲

０．４％）などは前年度を下回りました。

一般歳出以外の歳出は、地方交付税交付金

及び地方時例交付金が前年度比１０．４％増の１４

兆９，３０４億円、また国債費が同１０．８％増の２１

兆９，６５３億円となっています。

歳入のうち、租税及び印紙収入は、３．３％

増の４８兆６，５９０億円となりました。公債金（国

債発行額）は、前年度当初に対して５．０％増

の３２兆６，１００億円となりましたが、これは当

初予算ベースでは過去最大で、国債依存度は

３８．４％に達しています。また、このうち、い

わゆる赤字国債は２３兆４，６００億円で、こちら

についても過去最大となっています。こうし

た結果公債残高は３６４兆円となり、これは一

般会計税収の約７年分以上に相当します。ま

た、国と地方を合わせた長期債務残高は、３７

兆円増えて６４５兆円となる見込みです。

２ 消防庁予算の概要

上述の国全体の予算編成方針等を受け、消

防庁としての予算案の編成作業を行いました。

この際、意を用いた点は、「情報通信・科学

技術・環境等経済新生特別枠」（以下「特別

枠」という。）の積極的な活用を図ること、

また、１０月に入って編成作業が本格化した平

成１１年度第２次補正案との適切な組み合わせ

や前倒しでの確保を図ることなどにより、重

点的・効率的に予算を確保することなどでし

た。

特に、消防補助金にとっては、厳しい編成

方針の下で、作業を進めることとなりました。

すなわち、消防補助金においては、財政構造

改革法上の区分として、いわゆる「その他の

補助金等」に分類された補助金は、財政構造

改革元年として１割削減された１０年度当初予

算ベースで全体の３分の２を占めていました

が、この「その他補助金等」に関しては、財

政構造改革法の凍結を前提とする１１年度当初

予算案においても、対前年度比１割削減とさ

れたのに引続き、平成１２年度においてもさら

に１割削減を行うという極めて厳しい方針が

前提となりました。

平成１２年度消防庁予算案の概要について

総 務 課
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このため、地方公共団体の財政状況や事業

実施の要望等も勘案し、１２年度当初の消防補

助金予算案では、補助金総額は「その他補助

金」の要削減額（１１億２４百万円）を「制度等

見直し対象補助金」の増に振り向けることに

より、１１年度当初と同額を確保しつつ、緊急

性が高いと同時に、地方公共団体にとって財

政的により有利な事業を中心にメリハリのき

いたものとなるよう工夫した概算要求を行う

とともに、先述したように１１年度第２次補正

予算も合わせたいわゆる「１５ヶ月予算」的発

想にも立って事業費の確保に努めたところです。

また、平成１２年７月に開催される九州・沖

縄サミットの成功に万全を期すための特別の

補助金を確保しました。（一部を１１年度第２

次補正に前倒し）

さらに、消防補助金及びサミット関連補助

金以外の調査研究費、事務費、人件費等の「そ

の他の経費」については、「特別枠」を活用

しつつ、特に喫緊な課題に対応する事務事業

に財源を重点的に投入することとしました。

これにより、衛星データ通信等を用いた緊急

支援情報システムの開発をはじめ、以下で触

れます様々な新規事業についての所要額を政

府案に盛り込むことができたところです。

なお、既に御案内のとおり、来年１月の中

央省庁の再編により、自治省消防庁が総務省

消防庁に移行し、また、これを機に現仮庁舎

から新庁舎へ移転すること及び来年４月に消

防研究所が独立行政法人に移行することなど、

いわゆる中央省庁再編関連で例年にはない特

別な経費を確保する必要があったこと、さら

には、すべての予算について、自治省消防庁

としての「９ヶ月分」と総務省消防庁として

の「３ヶ月分」に分けるという大変な作業が

必要であったことに（国会に提出する予算書

も例年の１．５倍の厚さともいわれています）

一言触れておきたいと思います。

このような編成作業の結果、平成１２年度消

防庁予算案は、次の形となりました。

� 総額：２６５億８００万円（対前年度２７億４，１００

万円、（１１．５％増）

� 消防補助金：１８８億７，０００万円（同１億

３，０００万円、０．７％の減）

� サミット関連補助金：３億８，１００万円（皆

増）

� その他の経費：７２億５，７００万円（同２４億

９，０００万円、５２．２％の増）

幸いにして消防庁の当初予算案としては、

過去最大であった今年度の当初予算を大きく

上回る過去最大のものとなりました。

この増加要因には、サミットや中央省庁再

編関連といった、やや特別なものも含まれて

いますが、仮にこれら（２１億４，３００万円）を

除いたとしても過去最大であることには変わ

りありません。

なお、消防庁予算案の全体状況については、

別表「平成１２年度消防庁予算計上予定額一覧

表」（以下「一覧表」という。）を参照して下

さい。

以下、消防補助金、サミット関連補助金及

びその他の経費の３つに分けて解説すること

とします。

３ 消防補助金

� １２年度の消防補助金の全体像

１２年度当初の消防補助金予算案の全体は、

前年度比▲０．７％、１億３，０００万円の減の１８８

億７，０００万円となりました。

例えば公共事業関係費が対前年度同額を

確保されている中にあって消防補助金が若

干とはいえマイナスとなっているのは、前

述したとおり、そもそもが「その他補助金

等」についての１割削減（１１億２４百万円）

の影響等によるものですが、

� 唯一、耐震性貯水槽について要求ベー

スから減額となったものの、対前年度比

１１２基増の６１７基という必要基数は要求ど

おり確保できるとともに、強く要望して

いた４０�級の補助対象化も認められたこと

－３－



� 大規模地震対策を推進する上で不可欠

な防災無線、緊急消防援助隊関係資機材、

ヘリコプターの大幅な増額等、その他の

ものは、すべて要求額の満額を確保でき

たこと、

から、防災機能強化のための基盤整備の充

実、消防防災の情報化や消防団の充実強化、

航空消防防災体制の充実といった重要課題

を推進していく上で、必要な予算額は確保

できたと考えています。

なお、昨年１２月９日に成立した、平成１１

年度第２次補正予算には、平成１０年度の第

３次補正額を上回る４３億５，２００万円の消防

補助金（昨年１２月号参照）を確保しており、

当初予算と合わせたいわゆる１５ヶ月予算で

みると２３２億円強の金額となっていること

も御紹介しておきたいと思います。

� 主な内容

消防関係補助金のメニュー別状況は、「一

覧表」のとおりです。以下、その主なもの

について解説します。

� 消防防災施設整備費補助金

消防防災施設整備費補助金は投資的経

費に区分され、公債発行対象経費となる

ものです。また、「制度等見直し対象補

助金等」に区分されたものです。総額で

４２億６，９００万円と、前年度に比べて１億

５，３００万円、３．７％増しています。特に、

耐震性貯水槽については、大規模地震対

策を推進する上で不可欠な存在であるこ

とを重視し、全体で６１７基分を計上し、

前年度（５０５基）に比べて１１２基と大幅増

を行うとともに、新たに４０�の耐震性貯
水槽（１７３基）についても、補助対象と

し、従来の６０�以上の耐震性貯水槽の整
備と併せて耐震性貯水槽全体の整備を一

層推進することとしたところです。

� 市町村消防施設整備費補助金

この補助金も投資的経費に区分され、

公債発行対象経費となるものです。「そ

の他補助金等」に分類されたものですの

で、予算編成方針等に沿い前年度に比べ

ほぼ１割減の２７億２，９００万円を確保して

います。

全体的にマイナスとならざるを得ない

中ではありますが、地方公共全体の要望

等を踏まえ、消防団の充実強化を図るた

めの消防団拠点施設等整備事業について

は、特に前年度と同額を確保しています。

� 消防防災設備整備費補助金

経常的経費に分類される消防防災設備

整備費補助金も、施設と同様に、「制度

等見直し対象補助金等」に区分されたも

のです。総額で、前年度比８億４，１００万

円、２３．０％の増の４４億９，２００万円を計上

したところです。

大規模地震や大規模災害に迅速・的確

に対処することができるよう、特に防災

無線や緊急消防援助隊関係資機材等をそ

れぞれ増額計上しました。さらに、石油

コンビナート防災資機材についても増額

したところです。

�市町村消防設備整備費補助金
この補助金も経常経費に分類されるも

のです。これも「その他補助金等」に整

理されるため、１割削減を措置したため、

８億１，５００万円、９．９％の減となり、７３億

８，０００万円となっています。

総額としては厳しい状況ですが、地域

防災のリーダーとしての役割が期待され

る消防団の活動をより活発なものとする

ため、消防団活性化総合整備事業等につ

いては逆に１３．６％の増額計上し、メリハ

リを付けたものとしています。

また、ヘリコプターについては、１１年

度末までに全国で４３都道府県域において

６７機が配備済みとなる予定になっていま

す。１２年度については地方公共団体の要

望状況を踏まえ前年度に比べ２機増の３

機分を確保したところです。
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� 補助金の見直し

平成１２年度においても、消防防災施設等

の一層の充実と国庫補助事業の円滑かつ適

正な執行の観点から、次の見直しを予定し

ています。

� 「耐震性貯水槽」の整備を一層推進す
るため、地方公共団体のニーズも踏まえ、

新たに４０�のものを補助対象に加えたこ
と。

� 「消防団活性化総合整備事業」につい
て、

・エアーテントやデジタルカメラなどの

災害活動支援資機材を補助対象に加え、

補助基準単価の引上げを行ったこと

（２６，７５４千円→２８，９８６千円、８．３％増）。

・消防団の充実強化を一層推進するため、

ハードの整備と併せて実施する消防団

活性化を促進するために必要な諸経費

（例えば、消防団への入団促進や地域

との交流促進、消防団活動に関する広

報事業などのソフト経費）についての

５％の特例加算措置を新たに設けるこ

ととしたこと。

� 「消防ポンプ自動車」について、実勢
との乖離を解消するため、補助基準単価

の引上げ（６．４％増）を行ったこと。

� 各種法律による補助率の特例

「地震財特法」（地震防災対策強化地域に

おける地震対策緊急整備事業に係る国の財

政上の特別措置に関する法律）、あるいは

「過疎法」（過疎地域活性化特別措置法）

を根拠にして、地震防災対策強化地域ある

いは過疎地域に係る特定の消防施設につい

ては、現在、補助率がそれぞれ１／３から

１／２あるいは５．５／１０に嵩上げされてい

るところですが、いずれの特例も今年の３

月３１日限りとされています。両法とも、い

わゆる議員立法によるものですが、前者に

ついては５ヶ年の延長、後者については１０

年間の新法制定の方向で検討が進められて

いますので、今後、消防防災施設等の整備

に支障が生じないよう適切に対処してまい

りたいと考えています。

４ 九州・沖縄サミット消防・救急体制整備費

補助金

平成１２年７月に我が国で行われるサミット

については、首脳会合を沖縄県名護市で、外

相会合を宮崎市で、蔵相会合を福岡市におい

て開催することと決定されたところですが、

沖縄県内の関係市町村の消防・救急体制は極

めて小規模であり、独力での対応は極めて困

難な状況にあります。

このような状況に対応するため、沖縄県外

及び沖縄県内の主な消防本部からサミットの

関係市町村に応援出動することとし、そのた

めに必要となる人員・車両輸送費、現地での

消防・救急活動費等について、沖縄県を通じ

て、応援出動を行う地方公共団体に対し補助

（補助率１０／１０）を行うこととしました。

平成１２年度予算で３億８，１００万円確保して

おりますが、平成１１年度第２次補正予算でも

５，６００万円を前倒しで計上しておりますので、

全体では４億３，７００万円確保したことになり

ます。

５ その他の経費

消防補助金及びサミット関連補助金以外の

人件費、事務費、調査研究費等の「その他の

経費」については、前年度に比し、２４億９，０００

万円増（５２．２％増）の７２億５，７００万円となっ

ています。

� 中央省庁再編関連

まず、中央省庁再編に伴い、平成１２年度

に必要となる経費は、次の２つです。

� 平成１３年１月の再編に伴い、現在の仮

庁舎から新２号館への移転に要する諸々

の経費として、無線通信機器の移設経費

をはじめとして、消防庁全体で１６億８，５００

万円（自治本省分 別途２３億円）
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� 平成１３年４月の消防研究所の独立行政

法人化のための準備に要する経費として、

土地・建物等の事前評価や人事・給与シ

ステムなど各種事務システムの整備経費、

設立委員会の経費など７，７００万円

� 「特別枠」関連
概算要求時に要望していた６つの事業の

うち、次の２つが平成１２年度予算で、また

４つ（１事業は重複）が平成１１年度第２次

補正予算で認められました。

� 衛星データ通信等を用いた緊急支援情

報システムの開発 １０億７，５００万円

災害時における迅速かつ的確な応急対

応を講ずるためには、緊急消防援助隊の

派遣等の広域的な消防応援が必要です。

一方、被災地の地理に不案内な応援側の

消防部隊が消防活動を行うためには、道

路や建物等の基本情報をはじめ、消防活

動上必要な水利、集結場所、病院等の防

災施設情報が必要です。

「衛星データ通信等を用いた緊急支援

情報システム」は、被災地の地理に不案

内な応援側の消防部隊に対して、極めて

短時間に応急対策に資する情報を地図情

報として伝達できるように耐災性に優れ

た衛星通信を用いた大容量のデータ伝送

が可能なシステムの開発を目指します。

このため、当初予算（１０億７，５００万

円）と補正予算（７億９，０００万円）合わ

せて全体では、１８億６，５００万円を確保し

ています。

� 消火器・防炎物品のリサイクルの推進

８，５００万円

政府において取りまとめられたミレニ

アム・プロジェクトには、「安心・安全

の生活のためのダイオキシン類、環境ホ

ルモン（内分泌攪乱物質）の適正管理、

無害化の促進及びリサイクル技術の開

発」が盛り込まれており、その一環とし

て、「消火器・防炎物品のリサイクルの

推進」が取り上げられたところですが、

消防庁としては、消火器・防炎物品のリ

サイクル・リユース技術を確立しその推

進を行うこととしています。

なお、既に平成１１年度第２次補正予算

において前倒しで確保した事業は次のと

おりです。（内容は昨年１２月号参照。）

●衛星データ通信等を用いた緊急支援情

報システムの開発（一部前倒し）

７億９，０００万円

●消防防災に関する科学技術の発展に必

要な研究施設の整備 ４億４，５００万円

●阪神・淡路大震災関連情報のデータベ

ースの構築 １億４，４００万円

●ハロン代替消火剤の安全基準の確立

５，６００万円

� その他

平成１２年度消防庁予算案における「その

他」のうち主なものは次のとおりです。

� 消防団を中核とした地域の消防防災体

制の確立に関する調査研究（新規）

８００万円

平成１０年度に実施した「地域特性に応

じた消防団員の確保方策」及び平成１１年

度に実施した「消防団と地域の自主防災

組織との連携のあり方」に関する検討を

踏まえ、消防団を中核とした地域の消防

防災体制の確立等を図るため、都市部、

過疎地域等において異なっている職住環

境、地縁関係等の地域社会を形成する要

素や災害の態様に応じた、消防団を中心

とした各種消防防災組織の協力関係、地

域の人材の活用方策のあり方等について

調査研究を行う。

� 燃焼機器等の規制のあり方に関する調

査研究（新規） ２，７００万円

ライフスタイルの変化や消費生活の多

様化などを背景として、燃焼機器の構造

・機能が多様化しているが、こうした多

様なニーズに対応した選択の幅を拡大す
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るとともに、技術革新等による新技術・

新素材の円滑な導入等を図るため、燃焼

機器等の規制のあり方について調査研究

を行う。

� 消防用設備等に関する ISO規格の比

較実験等（新規） ５００万円

ISOで国際規格として制定された消防

用設備等の製品を我が国において円滑に

受け入れていくため、国際規格に定めら

れている性能試験方法について検証試験

を行い、我が国の性能確保に必要となる

試験設備の仕様、試験実施要領に関する

指針を策定する。

� 特定屋外タンク貯蔵所の開放周期の算

定方法に係る性能規定化に関する研究

（新規） ９，３００万円

特定屋外タンク貯蔵所の次回開放の時

期は、現状では適用される技術基準及び

保安上の措置に応じて一律に定められて

いるが、個々のタンクについて、設計内

容及び使用環境等を勘案し、個別に設定

するなど、現在の安全レベルを低下させ

ることなく、次回の開放時期を個別に設

定するための算定方法に関する検討を行

う。

� 災害ボランティアの推進（新規）

１，２００万円

都道府県の災害ボランティア関係協議

会（平成１１年度設置予定）における検討

を踏まえながら、各地方公共団体におけ

る災害ボランティアのリーダーやコーデ

ィネーター等の人材育成を支援するため

の方策を講じるとともに、地方公共団体

の共有情報である災害ボランティア・デ

ータバンクの整備等を行う。

� 緊急消防援助隊の全国合同訓練（新

規） ４，３００万円

阪神・淡路大震災を教訓に創設された

緊急消防援助隊は、平成７年度に全国訓

練を行い、さらに平成８年度以降は各ブ

ロックごとに合同訓練を行っているとこ

ろである。平成１２年度は緊急消防援助隊

が発足して５年目に当たる年でもあり、

救助資機材等が整備されつつあることか

ら、これを機に、これまでの各ブロック

における訓練を踏まえた大規模かつ総合

的な訓練を実施する。

具体的には、大規模な災害が発生した

ものとして、全国各地からの集結、野営

訓練と併せ、倒壊したビル群からの人命

救助など約２０項目にわたって大量に部隊

投入することを想定した訓練等、緊急消

防援助隊ならではの訓練を実施する。

� 携帯電話からの１１９番通報発信地表示

システム等の検討（新規） ９，９００万円

携帯電話からの１１９番通報は、直接所

轄消防本部で受信できないこと、発信地

の特定が困難であること等から、消防車

両のより迅速な出動のため、近年の情報

通信技術の進展を踏まえ、携帯電話から

直接所轄消防本部へ１１９番通報できるシ

ステムや発信地の表示ができるシステム

について検討する。

� 消防研究所における特別研究の実施

次の新規２件のほか、継続６件、合計

８件の特別研究を予定している。

ア．ウォーターミストによる消火の研究

（新規） ４，６００万円

超微粒子のウォーターミストは、木

材等繊維質の火災が水損を少なく消火

できることから、住宅等一般建築物や

美術館等の消火設備としての使用が望

まれているが、その消火機構及び消火

効果は未だ解明されておらず、検討す

べき課題も多い。このため、ウォータ

ーミストの消火機構等を解明し、消火

効果・適用範囲を明らかにし、一般建

築物等の火災を対象とした消火設備に

ウォーターミストを使用する方法を確

立する。
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イ．地震動による小規模タンクの安全性

評価に関する研究（新規）３，０００万円

小規模タンクは、一般市民の生活の

場に近接しているにもかかわらず、特

定屋外タンクのような開放検査の義務

がなく、その安全性を確保することが

急務となっているため、小規模タンク

の浮き上がり挙動を実験的・解析的に

調べ底部破口のメカニズムを解明する

とともに、その安全性を確保するため

の総合的な強度評価システムを構築す

る。

� 消防・救急無線デジタル化の検討（継

続） ３億１，９００万円

近年における過密な電波環境への対応

及び今後の消防・救急無線の高度化を図

るため、平成１１年度に試作した実験機を

用いてフィールド実験を行い、伝送方法、

運用等に関する検討を実施する。

	 防火対象物の火災危険性に応じた総合

防火安全設計法に関する研究（継続）

１億１，２００万円

新技術の円滑な導入や技術基準の性能

規定化が求められている状況にかんがみ、

防火安全対策に係る技術的観点からの体

系的検討、その有効性に係る検証を実施

して、防火対象物の火災危険性に応じて

消防用設備等、防火管理、建築構造等を

総合的に勘案した防火安全設計手法に関

する研究を行う。平成１２年度は平成１１年

度の調査・分析結果に基づき、防火安全

プログラム（個別）の開発に必要な理論

式・実験式、境界条件等を検討する。

６ おわりに

平成１２年度消防庁予算案の概要は、上記の

とおりです。

予算編成の過程においては大変厳しい局面

もありましたが、関係者各位の多大な御支援

のおかげをもって、また国の予算自体が２年

連続の積極型予算となったこともあって結果

的には過去最大の予算を確保できました。と

はいえ、「その他補助金等」は３年連続で１

割削減されていることや地方公共団体の財政

が厳しさを増してきていること、さらには、

「予算編成方針」に先立って平成１１年１２月１７

日付で財政制度審議会から提出された「平成

１２年度予算の編成に関する建議」において

「平成１２年度予算が民需主導の景気回復を確

かなものとし、現
�

在
�
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�
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�
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�
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�

政
�
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�

開
�

をも視野に入れた財政構

造改革について、一日も早く、政府と国民と

が一体となって本格的に取り組むことを強く

要請する。」といった言葉で締めくくられて

いるなど、今後とも消防予算を取り巻く環境

は引き続き厳しいものと考えられます。

しかしながら、平成１１年においても、夏か

ら秋にかけての豪雨や台風による被害や原子

力事故の発生に見られるように、住民の安全

を脅かす災害、事故が相次いで発生しています。

また、最近のトルコ大地震や台湾大地震の

惨状を見るにつけ、今年１月１７日に発災後丸

５年目を迎える阪神・淡路大震災の教訓を風

化させてはならないとの思いは、消防防災に

携わる関係者一同に共通のものだと思われま

す。

したがって、消防庁としても今後とも地方

公共団体の「災害に強い地域づくり」に向け

た取組みに支障が生じることのないよう補助

事業、単独事業を通じ適切な支援を行うとと

もに、社会経済情勢の変化を踏まえ、新たな

課題に取り組むために必要な消防庁自身の施

策についても積極的に展開してまいりたいと

思います。

消防庁の１２年度予算案及び１１年度補正予算

の編成に当たり、多大なる御支援・御協力を

いただいた各地方公共団体、関係機関、関係

者に対し、改めてお礼申し上げるとともに、

予算案成立後、その執行に際しても積極的に

対応していただけるようお願いします。
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平成１２年度消防庁予算計上予定額一覧表

事 項 １１ 年 度
予 算 額
$

１２年度予算
計上予定額
%

比 較 増 減
%－$ &

対前年度比
&／$

備 考

(．消防補助金 １９，０００ １８，８７０ ▲ １３０ ▲ ０．７

【制度等見直し補助金 １＋３】 ７，７６７ ８，７６１ ９９４ １２．８

【そ の 他 補 助 金 ２＋４】 １１，２３３ １０，１０９ ▲１，１２４ ▲ １０．０

１ 消防防災施設整備費補助金 ４，１１６ ４，２６９ １５３ ３．７

+大震火災対策施設等整備費補助金 ３，８７１ ３，９９３ １２２ ３．２

（ア）耐震性貯水槽 ３，１９３ ３，３１５ １２２ ３．８ ６１７基（１１２基増）
うち新規４０t １７３基（イ）備蓄倉庫 １６３ １６３ ０ ０．０

（ウ）画像伝送システム ５０８ ５０８ ０ ０．０
（エ）その他（避難壕等火山分） ７ ７ ０ ０．０
�特殊災害用消防施設整備費補助金 ２４５ ２７６ ３１ １２．７
（ア）林野火災対策防火水槽 ２１７ ２２９ １２ ５．５
（イ）林野火災用活動拠点広場 ２８ ４７ １９ ６７．９

２ 市町村消防施設整備費補助金 ３，０３８ ２，７２９ ▲ ３０９ ▲ １０．２

（ア）防火水槽 １，６４２ １，４６９ ▲ １７３ ▲ １０．５
（イ）救急用ヘリコプター離着陸場 ２５ １５ ▲ １０ ▲ ４０．０
（ウ）消防団拠点施設等整備事業 ８１１ ８１１ ０ ０．０ １４１事業
（エ）消防艇 ９６ １１９ ２３ ２４．０ ２隻
（オ）消防広域化推進事業 １４０ ７０ ▲ ７０ ▲ ５０．０
（カ）消防車両動態管理情報システム ３２４ １６２ ▲ １６２ ▲ ５０．０
（キ）消防用高所監視施設 ０ ８３ ８３ 皆増

３ 消防防災設備整備費補助金 ３，６５１ ４，４９２ ８４１ ２３．０

+大震火災対策設備等整備費補助金 ３，４５０ ４，２７０ ８２０ ２３．８

（ア）大震火災対策資機材 ４６８ ５００ ３２ ６．８
（イ）防災無線 １，８４０ ２，４３１ ５９１ ３２．１ ５４施設（１０施設増）
（ウ）コミュニティ防災資機材等整備事業 １７３ ８２ ▲ ９１ ▲ ５２．６
（エ）緊急消防援助隊関係資機材等 ８２４ １，０７３ ２４９ ３０．２ 災害対応特殊救急自動車
（オ）画像伝送システム １４５ １６８ ２３ １５．９ ２２台（１２台増）等
（カ）降雨情報等収集分析装置 ０ １６ １６ 皆増
,特殊災害用消防設備整備費補助金 ２０１ ２２２ ２１ １０．４

（ア）林野火災対策資機材 ３２ ３５ ３ ９．４
（イ）石油コンビナート防災資機材 １６９ １８７ １８ １０．７ ９台

４ 市町村消防設備整備費補助金 ８，１９５ ７，３８０ ▲ ８１５ ▲ ９．９

（ア）消防ポンプ自動車 ２，７５９ ２，４８５ ▲ ２７４ ▲ ９．９
（イ）小型動力ポンプ付積載車 ３１８ ２６４ ▲ ５４ ▲ １７．０
（ウ）小型動力ポンプ付水槽車 １８９ １７２ ▲ １７ ▲ ９．０
（エ）化学消防ポンプ自動車 ３９０ ３５１ ▲ ３９ ▲ １０．０
（オ）はしご付き消防ポンプ自動車 １，４３８ １，２７５ ▲ １６３ ▲ １１．３
（カ）ヘリコプター １１５ ３４６ ２３１ ２００．９ ３機（２機増）
（キ）ヘリコプターテレビ電送システム １４７ ７４ ▲ ７３ ▲ ４９．７
（ク）消防緊急通信指令施設 １，０９２ ７７７ ▲ ３１５ ▲ ２８．８
（ケ）消防団活性化総合整備事業 ４４８ ５０９ ６１ １３．６ 特例加算新設
（コ）救急業務高度化資機材緊急整備事業 １，０９６ ９９０ ▲ １０６ ▲ ９．７
（サ）その他（救助資機材等総合整備事業等） ２０３ １３７ ▲ ６６ ▲ ３２．５

)．九州・沖縄サミット消防・救急体制整備費補助金 － ３８１ ３８１ 皆増 '２次補正５６百万円
*．その他の経費 ４，７６７ ７，２５７ ２，４９０ ５２．２

１ 中央省庁等再編関連移転経費 － １，６８５ １，６８５ 皆増

２ 独立行政法人移行準備関連経費 － ７７ ７７ 皆増

３ その他（人件費、調査研究費等） ４，７６７ ５，４９５ ７２８ １５．３

うち、情報通信・科学技術・環境等経済新生特別枠 － １，１６０ １，１６０ 皆増 '２次補正１，４３５百万円
合 計 ２３，７６７ ２６，５０８ ２，７４１ １１．５

（単位：百万円、％）
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消防庁ではこのたび平成１２年度消防庁広報テ

ーマを次のとおり定め、広報活動を展開するこ

ととしました。

火災、地震等をはじめとする各種災害の発生

を防止するとともに、その被害を最小限にくい

止めるためには、国民一人ひとりが防災を自ら

の問題と受け止め、行動することが強く望まれ

ます。このため人命を最優先する立場から、火

災、地震、風水害等の各種災害による死傷者の

発生を最小限にとどめることを基本目標とし、

８項目の年間広報重要テーマと月別広報テーマ

を定め、国民の防災意識の高揚を図っていくこ

ととしています。

各都道府県、市町村におかれては、このテー

マを参考に地域の実情に応じた消防広報テーマ

を作成され、積極的な広報を推進されるようお

願いいたします。

平成１２年度消防庁広報テーマ

《年間広報重点テーマ》

平成１２年度消防庁広報テーマと主な行事予定について

総 務 課

広 報 事 項 要 旨

火災及び火災による
死者の発生の防止

火災の発生を防止するため、国民が日常特に留意すべき事項として、「火の用心のポイ
ント」を広く国民に呼びかける。
また、火災によって毎年多くの貴い人命が失われているので、年間を通じてあらゆる機

会をとらえて火災による死者の発生の防止を呼びかける。

住宅防火対策の推進 住宅火災による死者は、建物火災による死者の約９割を占めており、特に、６５歳以上の
高齢者は、その半数を占めるとともに、火災が発生した場合の死亡率も他の年齢層に比べ
極めて高い現状にある。このような現状及び高齢社会が、今後益々進展していくことを考
えるとこのまま推移すれば、火災による死者が急増することが懸念される。
このような状況を踏まえ、住宅火災による死者の大幅な低減を図ることを目的として、

国、地方公共団体、関係業界団体等の連携による住宅防火対策を、国民運動的に推進する
ことを目的とし広報する。

放火火災予防対策の
推進

放火の危険から地域社会を守るためには、住民、事業所、関係機関等が一体となって放
火されにくい地域環境を作り出す必要があり、放火火災に対する注意心を喚起し、放火火
災の実態や予防対策を広く国民に広報する。

消防団活動に対する
理解と協力の促進

消防団の充実強化を推進していくためには、消防団活動に対する国民の理解と協力を得
ることが不可欠であるため、消防団が火災等の災害から住民の生命、身体、財産を守るた
め地域の消防防災の中核として活動していることを広報するとともに、消防団の果たす役
割の重要性について啓発を図る。
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平成１２年度消防庁広報テーマ（月別）

広 報 事 項 要 旨

自主防災組織等住民
による自発的防災活
動の推進

地震、風水害等の災害から身を守るためには、国民一人ひとりが防災に対する認識を深
め、地域の人々が地域ぐるみで災害に対処することが必要である。
阪神・淡路大震災では、住民がバケツリレー等により初期消火を実施し延焼を防止した

例が少なくない。地域住民の防災活動が非常に重要であることが改めて認識された。
このため、住民自らによる効果的な初期消火活動や救急・救護活動等が行えるよう、よ

り実践的な防災訓練の実施及び積極的な参加を呼びかける。
また、大規模災害発生時における災害ボランティアの活動はきめ細かな災害対策を実施

するうえで重要であり、災害ボランティアの必要性について呼びかける。
さらに、事業所等は、消防用設備等の整備と自主防災組織等の充実を図り、日ごろから

防災訓練を実施し、施設の防火管理体制の強化など自らの防災体制の強化を推進するとと
もに、地域社会の一員として、住民と一体となり地域防災体制の確立に、積極的に貢献す
るよう呼びかける。

地震、風水害、火山
災害に関する防災知
識の普及啓発

地震、風水害、火山災害による被害を最小限にくい止めるため、災害に対しての日ごろ
からの予防対策や災害時における万全な応急対策の知識を啓発するとともに、特に、風水
害においては、近年多発する土砂災害の発生危険時、高潮発生時、地震においては、津波
発生時、津波警報・注意報発令時、警戒宣言等の発令時における対処方法などの早期避難
警戒体制を進めるための防災知識の普及啓発を図る。

住民に対する応急手
当の普及啓発

傷病者の救命率の一層の向上を図り、併せて住民の自主救護能力の向上を図るためには、
応急手当に関する知識の普及啓発は欠かせないことである。
よって、住民が自ら応急手当を行うことの重要性を積極的に広報するとともに、消防機

関の行う応急手当の講習会等に進んで参加するよう呼びかける。

防災まちづくりの推
進

地域における防災機能を向上させるためには、防災基盤等ハード面での整備を進めると
ともに、地域づくりのあらゆる面に防災の視点を取り入れ、住民が主体的に防災まちづく
りに取り組む必要がある。
このため、住民の手による防災マップの作成や防災施設の設置など、先進的な防災まち

づくりへの参加について呼びかける。

月 別 平成１２年度月別広報テーマ（担当課）

４ �林野火災の防止（防災課）
�外出先での地震の対処（震災対策指導室）
�住宅防火対策の推進（予防課）

５ �住宅防火対策の推進《住宅用防災機器等の設置促進》（予防課）
�危険物の安全確保について（危険物規制課）
�住民に対する応急手当の普及啓発（救急救助課）
�消防団活動への理解と協力の呼びかけ（消防課）
�風水害への備え（防災課）

６ �火あそびによる火災の防止（予防課）
�危険物安全週間（危険物規制課）
�石油コンビナート災害の防止（特殊災害室）
�住宅防火対策の推進《防炎品の普及促進》（予防課）
�災害弱者対策の推進（防災課）
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月 別 平成１２年度月別広報テーマ（担当課）

７ �防災訓練への参加の呼びかけ（震災対策指導室）
�花火による火災の防止（予防課）
�風水害への備え（防災課）
�津波による災害の防止（震災対策指導室）

８ �台風に対する備え（防災課）
�住民自らによる災害への備え（防災課）
�天ぷら油による火災の防止（予防課）

９ �９月９日は救急の日（救急救助課）
�秋の行楽期における火災の被害防止（予防課）
�地震に対する日常の備え（震災対策指導室）
�適マーク制度の普及と理解の推進（予防課）
�火山災害に対する備え（防災課）

１０ �地震発生時の出火防止（震災対策指導室）
�消防の国際協力に対する理解の推進（消防課）（救急救助課）
�婦人防火クラブ活動の理解と参加の呼びかけ（防災課）
�ガス機器による火災及びガス事故の防止（予防課）（危険物規制課）

１１ �秋の全国火災予防運動（予防課）
�１１月９日は「１１９番の日」（総務課）（防災情報室）
�住宅防火対策の推進《住宅防火診断》（予防課）
�たき火による火災の防止（予防課）
�住民参加による防災まちづくりの推進（防災課）
�危険物施設等における事故防止について（危険物規制課）

１２ �雪害に対する備え（防災課）
�放火による火災の防止（予防課）
�石油ストーブなどの安全な取扱い（予防課）（危険物規制課）
�消防自動車等の緊急通行時の安全確保に対する協力の促進（消防課）

１ �文化財防火デー（予防課）
�消火栓の付近での駐車の禁止（消防課）
�電気器具の安全な取扱い（予防課）
�１月１７日は「防災とボランティアの日」（防災課）

２ �春の全国火災予防運動（予防課）
�林野での火気の取扱いの注意（防災課）
�ふるさとを災害から守るための消防団活動への参加の呼びかけ（消防課）
�住宅防火対策の推進《高齢者の安全対策》（予防課）
�たばこによる火災の防止（予防課）

３ �３月７日は消防記念日（総務課）
�少年消防クラブ活動の理解と参加の呼びかけ（防災課）
�春の行楽期における火災の被害防止（予防課）
�防火管理の充実（予防課）
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《月別広報テーマ》

時期 広 報 事 項 要 旨 担当課（室）

４月 林野火災の防止 ４月、５月は、ドライブ、ハイキング、山菜取り等のレクリェー
ションによる入山者が多く、特に林野火災の多発する時期であるこ
とから、広く国民に対し、林野火災の実態の周知を図るとともに、
入山者に対し、たばこの投げ捨て防止など林野火災の予防を呼びか
ける。

防 災 課

４月 外出先での地震の対処 地震にはどういう場所で出会うかわからない。
商店街や地下街あるいは乗り物に乗っているときなど、外出先で

地震が起こった場合にどのように行動すればよいかを周知するとと
もに、防災行政無線等による避難指示に耳を傾けるよう呼びかける。

震 災 対 策
指 導 室

４月 住宅防火対策の推進 近年の建物火災による死者（放火自殺者等を除く。）のうち、そ
の約９割は一般住宅、共同住宅又は併用住宅の火災によるものであ
る。また、高齢者層の火災における死者の発生率は、若年層に比べ
格段に高く、今後高齢社会が進むにつれて、火災による高齢者の死
者数は、増加していくものと考えられる。
このような動向を踏まえ、防火意識の高揚、住宅防火診断の実施、

住宅用防災機器等の開発普及の促進、地域における住宅防火対策推
進等の必要性について広報する。

予 防 課

５月 住宅防火対策の推進
〈住宅用防災機器等

の設置促進〉

住宅用消火器は初期消火に欠かすことのできないものであり、住
宅用スプリンクラー設備は一層効果がある。
また、住宅用火災警報器は、火災の早期発見に効果をあげること

ができる。
そこで、住宅用消火器、住宅用スプリンクラー設備及び住宅用火

災警報器の設置を呼びかけるとともに、維持管理上の留意点等正し
い使用方法について周知を図り、火災に対する備えを呼びかける。

予 防 課

５月 危険物の安全確保につ
いて

私たちの経済生活において、危険物は深く関わっており、危険物
を貯蔵または取り扱う施設の安全を確保することが重要であり、危
険物に対する認識を深めてもらう。

危 険 物
規 制 課

５月 住民に対する応急手当
の普及啓発

傷病者の救命率の向上のためには、現場付近に居会わせた人が、
適切な応急手当を行うことが非常に効果的であるため、機会あるご
とに応急手当の習得を心がけるよう呼びかける

救急救助課

５月 消防団活動への理解と
協力の呼びかけ

住民の生命、身体、財産を災害から守るため奉仕的精神をもって
地域の消防防災に貢献する消防団員の活動を紹介し、住民及び事業
所の消防団活動への理解と協力を呼びかける。

消 防 課

５月 風水害への備え 近年、集中豪雨や台風により、河川の氾濫等による浸水被害、が
けくずれや地すべり、土石流等の土砂災害や高潮災害等が全国各地
で発生しているため、これらの災害による被害を軽減するため、危
険箇所の把握など日ごろからの備えの大切さを呼びかけるとともに、
報道機関や防災行政無線等による気象・予警報、防災情報等の情報
収集に努め、自主的な防災活動や適切な避難を行うなど風水害に対
する住民の心構えを呼びかける。

防 災 課

６月 火あそびによる火災の
防止

火あそびは、出火原因の上位にあり、その多くは、マッチ、ライ
ターによるものである。火あそびをなくすうえで最も大切なことは、
大人の注意である。そこで、全国の家庭に対して、子供の火遊びの
防止を呼びかける。

予 防 課
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時期 広 報 事 項 要 旨 担当課（室）

６月 危険物安全週間 ６月の第２週は「危険物安全週間」として、危険物関係事業所に
おける自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く国民の危険
物に対する意識の高揚と啓発を図る。

危 険 物
規 制 課

６月 石油コンビナート災害
の防止

石油等の危険物や高圧ガスの集積地帯である石油コンビナート等
特別防災区域における災害の周囲に及ぼす影響の重大性を認識し、
特定事業者に対して、施設の総点検及び防災体制の再認識を呼びか
ける。

特殊災害室

６月 住宅防火対策の推進
＜防炎品の普及促進〉

日常使用されているカーテン、衣類等は、大変燃えやすく、これ
らを防炎化することによって、火災予防、人命安全の大きな「力」
となることを周知させ、防炎品の推進を図る。

予 防 課

６月 災害弱者対策の推進 家庭や地域における高齢者、障害者、乳幼児等の災害弱者及び社
会福祉施設や病院等の災害弱者施設に係る防災対策については、全
国各地で様々な取り組みがなされているが、災害時の被害の軽減を
図るためには、関係団体、周辺住民等の理解と協力が不可欠である
ことから、その重要性を広く国民に周知する。

防 災 課

７月 防災訓練への参加の呼
びかけ

９月１日は「防災の日」、８月３０日から９月５日は「防災週間」
である。地震が発生した場合の火の始末、初期消火、応急救護、安
全避難等について地震時における心得をしっかり身につけるため、
防災訓練へ積極的に参加することを呼びかける。

震 災 対 策
指 導 室

７月 花火による火災の防止 夏は花火のシーズンであるが、取扱い上の不注意から火災などの
事故が毎年多くおきているので、花火の正しい取扱いについて呼び
かける。

予 防 課

７ 風水害への備え 夏休みを迎えるにあたり、行楽地へ出かけるキャンパー等に、気
象情報、避難勧告等の防災知識の普及啓発を図り、風水害から自分
の身を守ることを呼びかける。

防 災 課

７月 津波による災害の防止 地震が発生した場合、津波が襲来するおそれがある。
そこで、海水浴など海浜に親しむ機会の多い夏を迎えるに当たっ

て、地震を知ったならばすぐ海浜から離れる等津波に対する知識の
普及を図る。

震 災 対 策
指 導 室

８月 台風に対する備え ８月、９月の台風シーズンには、毎年各地で大きな被害が発生し
ている。これらの被害をできるだけ少なくするため、各家庭での台
風に対する備えを呼びかけるとともに、防災行政無線等による気象
・予警報にも耳を傾けるよう呼びかける。

防 災 課

８月 住民自らによる災害へ
の備え

各地方公共団体では、大規模災害に備えた様々な応急対策や他の
地方公共団体との応援協定の締結等について検討・実施しているが、
大規模災害の発生直後には、地域住民自らによる防災活動が大変重
要であり、また効果的である。
このため、住民の自主的な防災活動についての理解を求め、積極

的な防災訓練への参加など災害への備えを呼びかける。

防 災 課

８月 天ぷら油による火災の
防止

近年、出火原因として、天ぷら油による火災の件数の増加が目立
っている。
そこで、天ぷら油を利用して調理する際の心がけ、また、天ぷら

油による火災の防止のための安全装置付厨房機器の普及及び天ぷら
油による火災の消火に有効な消火器等の普及を呼びかける。

予 防 課
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時期 広 報 事 項 要 旨 担当課（室）

９月 ９月９日は救急の日 ９月９日は、「救急の日」である。救急医療及び救急業務に対す
る国民の理解と認識を深めることを目的として実施される各種の行
事等に積極的に参加するよう呼びかける。

救急救助課

９月 秋の行楽期における火
災の被害防止

秋の行楽期を迎えるに当たって、旅館、ホテル等を利用する場合
の心得（非常口の確認等）を周知するとともに、これらの施設の管
理者に対して防火管理についての意識の高揚を図る。

予 防 課

９月 地震に対する日常の備
え

地震には、何よりも家庭や職場での普段の備えが大切である。い
ざという時に備えるため、日ごろから家庭や職場で防災会議を開い
て話しあっておくことや、備蓄しておくべきもの、非常持出品とし
て用意しておくべきもの、住まいの安全点検をしておくこと等につ
いて周知を図り、地震に対する備えを呼びかける。

震 災 対 策
指 導 室

９月 適マーク制度の普及と
理解の推進

秋の行楽期を迎え、旅館・ホテル等及び物品販売店舗等を利用す
る機会が増える。
そこで、これらの施設に対して実施している防火基準適合表示制

度（適マーク制度）の概要と普及状況等について広報する。

予 防 課

９月 火山災害に対する備え 火山災害は、その発生の予測が困難であり、一旦災害が発生した
場合には、災害の態様が多岐に亘るほか、広域化、長期化するおそ
れがあるなど、他の災害にはみられない特殊性を持っている。
そこで、火山災害に対する正しい知識の周知を図り、日頃からの

備えを呼びかける。

防 災 課

１０月 地震発生時の出火防止 過去の例から、地震で怖いのは火災の発生である。普段から小さ
な地震でも火を消す習慣を身につけるとともに、万一の出火に備え
て、消火器や水バケツなどを用意して出火防止に努める習慣をつけ
ることを呼びかける。

震 災 対 策
指 導 室

１０月 消防の国際協力に対す
る理解の推進

１０月６日は、「国際協力の日」である。
開発途上諸国の消防体制の充実等に資するために、消防分野にお

いて実施している研修員の受入、専門家の派遣、さらには、大災害
が発生した際の国際消防救助隊の派遣等、消防の国際協力について、
国民の理解と協力を呼びかける。

消 防 課
救急救助課

１０月 婦人防火クラブ活動の
理解と参加の呼びかけ

婦人防火クラブの役割と活動状況を紹介するとともに、家庭内の
防火と地域の自主防災体制の確立に婦人が果たす役割の重要性につ
いて認識を深めてもらい、婦人防火クラブへの参加を呼びかける。

防 災 課

１０月 ガス機器による火災及
びガス事故の防止

ガスによる火災や爆発事故は依然として多く、その多くはガスに
対する消費者の注意不足が原因となっている。
このため、ガスに関する知識の普及、ガス器具設備の正しい使用

方法、維持管理方法、ガス漏れ時の対応方法について周知する。

予 防 課
危険物規制課

１１月 秋の全国火災予防運動 火気が多く使用される時期を迎えるに当たり、全国的に火災予防
運動を展開して、事業所及び国民一人ひとりに火災予防を呼びかけ
る。

予 防 課

１１月 １１月９日は「１１９番の
日」

１１月９日は、「１１９番の日」である。
１１９番通報の際、場所や状況を正しく伝えられないために被害が
拡大し、現場でトラブルが発生したり、また、１１９番通報の遅れが
大惨事につながる例もある。
そこで、適正な１１９番の利用を啓発するとともに迅速・的確な１１９

番通報を呼びかけることにより「１１９番の日」の定着を図る。

総 務 課
防災情報室
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時期 広 報 事 項 要 旨 担当課（室）

１１月 住宅防火対策の推進
＜住宅防火診断＞

住宅防火の推進に際しては、建物の内装に関する対策、火気使用
器具の安全対策、住宅用防災機器等の普及が不可欠である。
そこで、住宅防火診断を積極的に広報し、これらの対策について

の必要性を呼びかける。

予 防 課

１１月 たき火による火災の防
止

たき火による火災は出火原因の上位を占めている。ちょっとした
不注意から火災となることが多いのでたき火をするときの注意と火
災予防を呼びかける。

予 防 課

１１月 住民参加による防災ま
ちづくりの推進

地域における防災機能を向上させるためには、住民が主体的に防
災まちづくりに取り組む必要がある。
このため、住民の手による先進的な防災まちづくりの事例を紹介

しながら、防災まちづくりへの参加について呼びかける。

防 災 課

１１月 危険物施設等における
事故防止について

近年増加傾向に転じている危険物に係る事故等について、事故の
原因や状況等を踏まえた事故防止対策等について周知する。

危険物規制課

１２月 雪害に対する備え 雪による災害の被害を軽減するためには、国民一人ひとりが雪害
に対する認識をより深め、災害に対処することが必要である。
このため、雪害に関する災害事例及び防災対策を紹介し、雪害に

対する備えを呼びかけるとともに、防災行政無線等による気象・予
警報にも耳を傾けるよう呼びかける。

防 災 課

１２月 放火による火災の防止 近年、全出火原因のうち放火火災件数の占める割合は高く、都市
部では、出火原因の最上位を占めるようになっている。
そのため、国民一人ひとりに放火火災の実態とその防止対策を周

知する。

予 防 課

１２月 石油ストーブなどの安
全な取扱い

暖房器具、特に石油ストーブによる火災は依然として多く発生し
ており、その多くは取扱上の不注意によるものである。
このため、使い始めのこの時期に正しい使い方の周知を図る。

予 防 課
危険物規制課

１２月 消防自動車等の緊急通
行時の安全確保に対す
る協力の促進

消防自動車や救急自動車は、いち早く災害の現場に到着できるよ
う、「緊急自動車」として、道路交通法の特例が認められている。
しかし、消防自動車や救急自動車が緊急通行するためには、一般車
両が接近してきた消防自動車や救急自動車に対して、進路を譲るこ
となどの協力が不可欠である。
そこで、消防自動車や救急自動車が緊急通行している場合の一般

車両の対処方法を広報するとともに緊急通行時の安全確保に対して
協力を呼びかける。

消 防 課

１月 文化財防火デー １月２６日は「文化財防火デー」である。
かけがえのない文化財を火災から守るために関係者の意識の高揚

を図る。
予 防 課

１月 消火栓の付近での駐車
の禁止

消防自動車や救急自動車の緊急通行時に対する安全の確保及び消
火栓や防火水槽等の消防水利の重要性を広報するとともに、消防水
利の使用が駐車により阻害されないよう呼びかける。

消 防 課

１月 電気器具の安全な取扱
い

電気器具・配線の正しい使用法や、電気器具の使用開始時の点検
整備の実施等の周知を行い、電気器具からの出火防止を呼びかける。

予 防 課

１月 １月１７日は「防災とボ
ランティアの日」

大規模災害発生時における自主防災活動及び災害ボランティアの
活動はきめ細かな災害対策を実施するうえで重要であり、自主防災
組織及び災害ボランティアの必要性について呼びかける。

防 災 課
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時期 広 報 事 項 要 旨 担当課（室）

２月 春の全国火災予防運動 火災が発生しやすく、また、季節風等の影響により大火になりや
すい季節を迎えるに当たり、全国的に火災予防運動を展開し、事業
所及び国民一人ひとりに火災予防を呼びかける。

予 防 課

２月 林野での火気の取扱い
の注意

２月、３月は、ところによっては「火入れ」なども始まる時期で
あり、積雪地帯を除き全国的に乾燥注意報、強風注意報がたびたび
発令される時期なので、農林業関係者や林野周辺の住民等に林野で
の火気の取扱いについて注意を呼びかける。

防 災 課

２月 ふるさとを災害から守
るための消防団活動へ
の参加の呼びかけ

ふるさとを災害から守るために、地域における消防団活動の一層
の充実を図る必要があることから、住民、とりわけ青年層・女性層
の消防団活動への積極的な参加を呼びかける。

消 防 課

２月 住宅防火対策の推進
＜高齢者の安全対策＞

放火自殺者等を除く住宅火災による死者の半数は高齢者等で占め
られている。高齢者の安全対策について、家族や関係者が日ごろか
ら気を付けておくべきことを呼びかける。

予 防 課

２月 たばこによる火災の防
止

毎年、たばこは出火原因の上位を占めている。特に投げ捨てや消
し忘れなど喫煙者の不注意によるものが多い。
そこで、たばこの投げ捨て、寝たばこなどによる出火の防止を呼

びかける。

予 防 課

３月 ３月７日は消防記念日 ３月７日は「消防記念日」である。これを記念して消防の変遷、
現況等を紹介し、国民の消防に対する理解と認識を深めてもらうと
ともに、国民一人ひとりが防災の担い手であるという自覚を持つよ
うに呼びかける。

総 務 課

３月 少年消防クラブ活動の
理解と参加の呼びかけ

入学期や進学期を前に、少年消防クラブの役割と活動状況を紹介
し、クラブ活動への積極的な参加を呼びかけるとともに、少年期か
ら消防防災活動への知識と理解を育む。

防 災 課

３月 春の行楽期における火
災の被害防止

春の行楽期を迎えるに当たって、旅館、ホテル等を利用する場合
の心得（非常口の確認等）を周知するとともに、これらの施設の管
理者に対して、防火管理についての意識の高揚を図る。

予 防 課

３月 防火管理の充実 事業所等における防火管理に当たっては、消防計画を作成するだ
けでなく、これを適切に運用していくことが重要である。
そこで、それぞれの事業所の実態にあった実効ある自衛消防組織

の設置と日常の訓練等の実施を中心として、防火管理の充実を呼び
かける。

予 防 課
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《行事予定》

行 事 名 概 要 時 期

消防研究所一般公開 科学技術週間（４／１２～４／１８）にちなみ、消防研究所を一
般に公開する。

４月中旬

春の叙勲伝達式

春の褒章伝達式

叙勲を受章した消防功労者に対し、消防庁長官が勲章を伝達
する。
褒章を受章した消防功労者に対し、消防庁長官が褒章を伝達

する。

５月上旬～中旬

５月中旬～下旬

危険物安全週間 危険物関係事業所における自主保安体制の確立を呼びかける
とともに、広く国民の危険物に対する意識の高揚及び啓発を図
るため「危険物安全週間」を設定し、危険物施設における保安
体制の整備促進、各種広報及び啓発運動を実施する。
また、危険物の保安に功績のあった者及び保安管理等が特に

優秀であると認められる事業所を消防庁長官が表彰する。

６月４日
～６月１０日
（６月の第２週）

「国民安全の日」

安全功労者表彰式

防災功労者表彰式

昭和３５年５月６日の閣議により、産業災害、交通事故、火災
等の災害防止を図る目的として制定された。
国民の安全に関して功労のあった消防関係者を総理大臣又は

消防庁長官が表彰する。
防災に関して功労のあった消防関係者を消防庁長官が表彰す

る。

７月１日

７月上旬

７月下旬～８月上旬

防災功労者表彰式
「防災の日」
「防災週間」

防災に関して功労のあった消防関係者を総理大臣が表彰する。
昭和５７年５月１１日の閣議了解により、台風、高潮、津波、地

震等の災害について認識を深めるとともに、これに対する備え
を充実強化することにより、災害の未然防止と被害の軽減に資
するために設けられた。

９上旬
９月１日
８月３０日～９月５日

「救急の日」及び
「救急医療週間」

救急医療及び救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深
め、かつ、救急医療関係者の意識の高揚を図るために設けられ
た。

９月９日及びこの日
を含む１週間

「国際防災の日」

第４８回全国消防技術者会
議
消防設備保守関係功労者
表彰式
優良消防防災システム表
彰式
住宅防火対策優良推進組
織等表彰式

「国際防災の１０年」の趣旨を広く周知するため、１９８９年１２月、
第４４回国連総会において毎年１０月第２水曜日を「国際防災の
日」とすることが決議された。
消防に関する研究、機器の改良等の成果を発表し、討議する。

消防用設備の設置及び維持管理の適正化に功労のあった者を
消防庁長官が表彰する。
優れた消防防災システムを消防庁長官が表彰する。

住宅防火対策の推進に功労があった組織を消防庁長官が表彰
するとともに取組み事例等を発表する。

１０月１１日

１０月１９日～１０月２０日

１０月下旬

１０月下旬

１０月下旬
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行 事 名 概 要 時 期

第２回緊急消防援助隊全
国合同訓練

秋の全国火災予防運動

「１１９番の日」

第３回全国消防広報コン
クール表彰式

消防功労者自治大臣表彰式
秋の叙勲伝達式

緊急消防援助隊の発足５年目を迎え、全国の緊急消防援助隊
登録部隊を東京に集結させ大規模かつ広域的な災害が発生した
ことを想定した訓練を行う。
秋から冬にかけての火災が多く発生する季節を迎えるに当た

って、全国的に火災予防運動を展開する。
自治体消防発足４０周年を機に、国民の消防全般に対する正し

い理解と認識を深め、住民の防災意識の高揚を図ることを目的
として設けられた。
消防広報を一層国民にわかりやすく理解してもらうため、全

国の消防本部及び消防団の各種広報媒体の広報技術の向上を図
ることを目的として、コンクールを実施し、消防庁長官表彰を
行う。
消防に関して功績顕著な消防団員等を自治大臣が表彰する。
叙勲を受章した消防功労者に対し、消防庁長官が勲章を伝達

する。

１１月上旬

１１月９日～１１月１５日

１１月９日

１１月９日

１１月中旬
１１月中旬

防災とボランティアの日

防災とボランティア週間

平成７年１２月１５日の閣議了解により、広く国民が災害時にお
けるボランティア活動及び自主的な防災活動についての認識を
深めるとともに、災害への備えの充実強化を図ることを目的と
して設けられた。

１月１７日

１月１５日～１月２１日

防災まちづくり大賞表彰
式

文化財防火デー

消防防災研究講演会

地方公共団体や地域のコミュニティ等における防災に関する
様々な取組、工夫・アイデアのうち、特に優れたものについて
自治大臣賞、消防庁長官賞等を設け表彰する。
昭和２４年１月２６日に法隆寺金堂壁画を焼損した。これを契機

に、民族の遺産である文化財を火災から守るとともに、文化財
愛護思想の高揚を図るために制定された。
消防防災研究に関する研究成果を公開の場で発表し広く討論

する。

１月中旬

１月２６日

１月下旬

第３回全国救助シンポジ
ウム

救助技術の高度化を目指し、救助活動に関する発表・討議を
行う。

２月中旬

春の全国火災予防運動

車両火災予防運動

全国山火事予防運動

消防記念日

優良消防防災機器開発・
科学論文表彰式
消防功労者表彰式

消防関係業界功労者表彰式

少年消防クラブフレンド
シップ'２００１

春先の火災が発生しやすい季節を迎えるに当たって、全国的
に火災予防運動を展開する。
車両交通の関係者及び利用者の火災予防意識の高揚を図り、

もって車両火災を防止し、安全な運送を確保することを目的と
して車両火災予防運動を展開する。
山火事が発生しやすい季節を迎えるに当たって、全国的に山

火事予防運動を展開する。
昭和２３年３月７日に消防組織法が施行されたのを記念して、

消防に関する理解と認識を深める目的で制定された。
優れた消防機器の開発等及び消防防災科学論文を消防庁長官

が表彰する。
消防に関して功労のあった消防関係者を消防庁長官が表彰す

る。
消防関係業界の発展に功労のあった者を消防庁長官が表彰す

る。
クラブ活動の優良なクラブとクラブ指導者を消防庁長官が表

彰する。

３月１日～３月７日

３月１日～３月７日

３月１日～３月７日

３月７日

３月中旬

３月上旬

３月中旬

３月下旬
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１ はじめに

� 総出火件数は３，０５０件の増加

平成１１年（１月～９月）における総出火

件数は４３，７１８件であり、前年同期と比べま

すと、３，０５０件の増加ですが、平成７年か

ら同１０年までの同期の平均と比べますと、

２，４９２件（５．４％）の減少となります。

火災種別ごとにみますと、建物火災は４１６

件、林野火災は７９３件、車両火災は３６１件、

船舶火災は１０件それぞれ増加しています。

� 火災による死者は１４人、負傷者は５１人そ

れぞれ増加

火災による死者は１，５４６人で、前年同期

と比べますと１４人の増加です。

火災種別ごとにみますと、建物火災では

１，０４９人、林野火災では１０人、車両火災で

は１８９人、船舶火災では２人、その他火災

では２９６人の死者が発生しています。

火災による負傷者は５，５４８人で、前年同

期と比べますと５１人の増加です。

火災種別ごとにみますと、建物火災では

４，７８７人、林野火災では９２人、車両火災で

は２１２人、船舶火災では１８人、航空機火災

では１人、その他火災では４３８人の負傷者

が発生しています。

� 火災による死者（爆発を除く）の４２．３％

が乳幼児及び高齢者

爆発を除いた火災による死者１，５３９人に

ついて年齢層別にみますと、乳幼児及び高

齢者が６５１人（４２．３％）となり、建物火災

の 死 者１，０４５人 に お い て は、５３９人

（５１．６％）を占めています。

� 建物火災の死者のうち、住宅での死者は

８８．２％

建物火災における死者１，０４９人のうち、

住宅（戸建住宅、共同住宅、併用住宅）に

おける死者は９２５人（８８．２％）です。

 出火原因の第１位は「放火」、続いて「た

ばこ」、「こんろ」

全火災４３，７１８件を出火原因別にみますと、

「放火」５，３３６件（１２．２％）、「たばこ」４，８４３

件（１１．１％）、「こんろ」４，０６７件（９．３％）、

「放火の疑い」３，８４２件（８．８％）、「たき

火」２，７９６件（６．４％）、「火あそび」１，６５５

件（３．８％）の順となっています。

放火及び放火の疑いによる火災は総出火

件数の２割を超え、依然増加傾向を示して

おり、消防庁におきましては、「秋季全国

火災予防週間」に引き続き、「春季全国火

災予防週間」におきましても、放火火災予

防対策に特に重点的に取り組むこととして

います。

爆発を除いた火災について、火災種別ご

とにみますと、建物火災２４，４８６件にあって

は、「こ ん ろ」３，９８９件（１６．３％）、「た ば

こ」２，７５６件（１１．３％）、「放 火」２，６１１件

（１０．７％）、「放 火 の 疑 い」１，６３４件

（６．７％）、「ストーブ」１，３１７件（５．４％）

の順となっています。

林野火災２，２８６件では、「たき火」６３４件

（２７．７％）、「たばこ」３６０件（１５．７％）、「火

入れ」２３４件（１０．２％）、「放火の疑い」１８５

件（８．１％）、「火あそび」１３３件（５．８％）

の順となっています。

車両火災５，７９８件では、「放火」８６６件

（１４．９％）、「放火の疑い」６２７件（１０．８％）、

「排気管」５８２件（１０．０％）、「内燃機関」

２７２件（４．７％）、「衝 突 の 火 花」２４４件

平成１１年（１月～９月）における火災の概要（概数）

について

防災情報室
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（４．２％）の順となっています。

その他火災１０，９１０件では、「放火」１，７７８

件（１６．３％）、「たき火」１，６１６件（１４．８％）、

「たばこ」１，４９６件（１３．７％）、「放火の疑

い」１，３８７件（１２．７％）、「火あそび」７２４件

（６．６％）の順となっています。

２ 全国の概況

� 出火件数

平成１１年（１月～９月）における総出火

件数は４３，７１８件で、これは、１日当たり約

１６０件、約９分に１件の火災が発生したこ

とになります。

これを火災種別ごとにみますと、以下の

とおりです。

建物火災 ２４，５７６件（５６．２％）

林野火災 ２，２８６件（５．２％）

車両火災 ５，８０７件（１３．３％）

船舶火災 １１０件（０．３％）

航空機火災 ２件（０．０％）

その他火災 １０，９３７件（２５．０％）

また、それぞれを前年と比べますと、以

下のとおりとなります。

総出火件数 ３，０５０件（７．５％） 増加

建物火災 ４１６件（１．７％） 増加

林野火災 ７９３件（５３．１％） 増加

車両火災 ３６１件（６．６％） 増加

船舶火災 １０件（１０．０％） 増加

航空機火災 ０件（ － ）

その他火災 １，４７０件（１５．５％） 増加

� 死傷者数

死者数は１，５４６人、負傷者は５，５４８人で、

これは、１日あたり死者が５．７人、負傷者

が２０．３人それぞれ発生したことになります。

また、死者は、火災２８．３件に１人、負傷者

は７．９件に１人発生したことになります。

死者数、負傷者数についてそれぞれ前年

と比べますと、以下のとおりです。

死者 １４人（０．９％） 増加

負傷者 ５１人（０．９％） 増加

� 火災による損害

火災による損害については、以下のとお

りです。

焼損棟数 ３３，０８２棟 （ １２１棟／１日 １．３棟／件）

り災世帯数 ２２，９５４世帯（ ８４世帯／１日 ０．９世帯／件）

建物焼損床面積 １，１８５，４７７� （ ４，３４２�／１日 ４８．２�／件）

建物焼損表面積 １２８，８８４� （ ４７２�／１日 ５．２�／件）

林野焼損面積 ９６，４３５ａ （ ３５３ａ／１日 ４２．２ａ／件）

損害額 １，０２９億８，３２６万円（３億７，７２３万円／１日 ２３６万円／件）

これらを前年と比べますと、それぞれ以

下のとおりとなります。

焼損棟数 ６７６件 （２．１％） 増加

り災世帯数 １，０３５世帯（４．７％） 増加

建物焼損床面積 ２９，８８８� （２．６％） 増加

建物焼損表面積 １２，１００� （１０．４％） 増加

林野焼損面積 ２４，１８７ａ （３３．５％） 増加

損害額 ４９７，１３６万円 （―４．６％）減少

３ 建物用途別にみた火災発生状況

建物火災２４，５７６件を建物用途別にみますと、

以下のとおりです。

なお、比率については、端数処理の関係上、

合計値が１００％とならない場合があります。

（以下同じです。）

住 宅 ９，４８９件（３８．６％）

共同住宅 ３，５５１件（１４．４％）

工 場 １，７０６件（６．９％）

複合用途（特定） １，５２７件（６．２％）

併用住宅 １，１５７件（４．７％）

倉 庫 ９１８件（３．７％）

複合用途（非特定） ７９６件（３．２％）

事務所 ５８３件（２．４％）

飲食店 ４９８件（２．０％）

物品販売店舗 ４０４件（１．６％）

その他の用途の建物火災 ３，９４７件（１６．１％）

その他の用途には、学校、旅館、神社・寺

院・駐車場、病院、遊技場、社会福祉施設、

公会堂、料理店、停車場、キャバレー、公衆

浴場、幼稚園、文化財、図書館、地下街、特

殊浴場、スタジオ、劇場及び航空機格納庫等
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があります。

４ 出火原因別にみた火災発生状況

� 全火災

全火災４３，７１８件を出火原因別にみますと、

以下のとおりです。

放 火 ５，３３６件（１２．２％）

たばこ ４，８４３件（１１．１％）

こんろ ４，０６７件（９．３％）

放火の疑い ３，８４２件（８．８％）

たき火 ２，７９６件（６．４％）

火あそび １，６５５件（３．８％）

ストーブ １，３４３件（３．１％）

電灯・電話等の配線 １，０８２件（２．５％）

火入れ ９１２件（２．１％）

マッチ・ライター ７８５件（１．８％）

配線器具 ７４０件（１．７％）

電気機器 ６５５件（１．５％）

排気管 ６３５件（１．５％）

焼却炉 ６２８件（１．４％）

溶接機・切断機 ４９８件（１．１％）

その他 ８，３１５件（１９．０％）

不明・調査中 ５，５８６件（１２．８％）

� 建物火災（爆発を除く）

爆発を除く建物火災２４，４８６件を出火原因別

にみますと、以下のとおりです。

こんろ ３，９８９件（１６．３％）

たばこ ２，７５６件（１１．３％）

放 火 ２，６１１件（１０．７％）

放火の疑い １，６３４件（６．７％）

ストーブ １，３１７件（５．４％）

電灯・電話等の配線 ８１８件（３．３％）

火あそび ７６３件（３．１％）

配線器具 ５７９件（２．４％）

電気機器 ４８３件（２．０％）

たき火 ４７４件（１．９％）

風呂かまど ４４０件（１．８％）

灯 火 ４０８件（１．７％）

マッチ・ライター ３８２件（１．６％）

溶接機・切断機 ３００件（１．２％）

電気装置 ２５５件（１．０％）

その他 ４，０５８件（１６．６％）

不明・調査中 ３，２１９件（１３．１％）

� 林野火災（爆発を除く）

爆発を除く林野火災２，２８６件を出火原因

別にみますと、以下のとおりです。

たき火 ６３４件（２７．７％）

たばこ ３６０件（１５．７％）

火入れ ２３４件（１０．２％）

放火の疑い １８５件（８．１％）

火あそび １３３件（５．８％）

放 火 ７８件（３．４％）

焼却炉 ３０件（１．３％）

マッチ・ライター ２９件（１．３％）

取 灰 ６件（０．３％）

溶接機・切断機 ４件（０．２％）

煙突・煙道 ３件（０．１％）

電灯・電話等の配線 ２件（０．１％）

こんろ ２件（０．１％）

排気管 ２件（０．１％）

その他 ２０３件（８．９％）

不明・調査中 ３８１件（１６．７％）

� 車両火災（爆発を除く）

爆発を除く車両火災５，７９８件を出火原因

別にみますと、以下のとおりです。

放 火 ８６６件（１４．９％）

放火の疑い ６２７件（１０．８％）

排気管 ５８２件（１０．０％）

内燃機関 ２７２件（４．７％）

衝突の火花 ２４４件（４．２％）

たばこ ２２９件（３．９％）

電気装置 １７７件（３．１％）

マッチ・ライター １６９件（２．９％）

電気機器 １２６件（２．２％）

配線器具 ８６件（１．５％）

電灯・電話等の配線 ６５件（１．１％）

たき火 ６４件（１．１％）

火あそび ３３件（０．６％）

溶接機・切断機 ２９件（０．５％）

焼却炉 ２９件（０．５％）
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その他 １，２６０件（２１．７％）

不明・調査中 ９４０件（１６．２％）

 船舶火災（爆発を除く）

爆発を除く船舶火災１０９件を出火原因別

にみますと、以下のとおりです。

電灯・電話等の配線 １１件（１０．１％）

放火の疑い ９件（８．３％）

溶接機・切断機 ８件（７．３％）

排気管 ７件（６．４％）

配線器具 ５件（４．６％）

電気装置 ４件（３．７％）

たき火 ４件（３．７％）

マッチ・ライター ３件（２．８％）

電気機器 ３件（２．８％）

焼却炉 ２件（１．８％）

内燃機関 ２件（１．８％）

こんろ ２件（１．８％）

火あそび ２件（１．８％）

放 火 １件（０．９％）

たばこ １件（０．９％）

その他 ２３件（２１．１％）

不明・調査中 ２２件（２０．２％）

! 航空機火災（爆発を除く）

爆発を除く航空機火災２件の出火原因に

つきましては、その他及び不明・調査中の

ものが各１件です。

" その他火災（爆発を除く）

爆発を除くその他火災１０，９１０件を出火原

因別にみますと、以下のとおりです。

放 火 １，７７８件（１６．３％）

たき火 １，６１６件（１４．８％）

たばこ １，４９６件（１３．７％）

放火の疑い １，３８７件（１２．７％）

火あそび ７２４件（６．６％）

火入れ ５６６件（５．２％）

焼却炉 ３１６件（２．９％）

マッチ・ライター １９０件（１．７％）

電灯・電話等の配線 １８６件（１．７％）

溶接機・切断機 １４７件（１．３％）

配線器具 ６９件（０．６％）

電気装置 ５４件（０．５％）

取 灰 ４８件（０．４％）

電気機器 ４１件（０．４％）

こんろ ３５件（０．３％）

その他 １，２５２件（１１．５％）

不明・調査中 １，００５件（９．２％）

# 爆発のみの火災

爆発のみの火災１２７件を出火原因別にみ

ますと、以下のとおりです。

こんろ ２１件（１６．５％）

マッチ・ライター １２件（９．４％）

溶接機・切断機 １０件（７．９％）

炉 ５件（３．９％）

たき火 ４件（３．１％）

ストーブ ４件（３．１％）

風呂かまど ３件（２．４％）

焼却炉 ３件（２．４％）

電気機器 ２件（１．６％）

放 火 ２件（１．６％）

たばこ １件（０．８％）

衝突の火花 １件（０．８％）

電気装置 １件（０．８％）

その他 ４０件（３１．５％）

不明・調査中 １８件（１４．２％）

５ 死傷者の発生状況

� 火災種別死者発生状況

全死者１，５４６人について火災種別ごとに

みますと、以下のとおりです。

建物火災 １，０４９人（６７．９％）

林野火災 １０人（０．６％）

車両火災 １８９人（１２．２％）

船舶火災 ２人（０．１％）

航空機火災 ０人（ － ）

その他火災 ２９６人（１９．１％）

� 建物用途別死者発生状況

建物火災における死者１，０４９人を建物用

途別にみますと、以下のとおりです。

住 宅 ６８６人（６５．４％）

共同住宅 １８１人（１７．３％）
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併用住宅 ５８人（５．５％）

複合用途（特定） ２８人（２．７％）

複合用途（非特定） ２７人（２．６％）

工 場 ９人（０．９％）

倉 庫 ６人（０．６％）

旅 館 ５人（０．５％）

事務所 ５人（０．５％）

物品販売店舗 １人（０．１％）

病 院 １人（０．１％）

神社・寺院 １人（０．１％）

その他の用途の建物火災 ４１人（３．９％）

� 火災種別負傷者発生状況

全負傷者５，５４８人について火災種別ごと

にみますと、以下のとおりです。

建物火災 ４，７８７人（８６．３％）

林野火災 ９２人（１．７％）

車両火災 ２１２人（３．８％）

船舶火災 １８人（０．３％）

航空機火災 １人（０．０％）

その他火災 ４３８人（７．９％）

� 建物用途別負傷者発生状況

建物火災における負傷者４，７８７人を建物

用途別にみますと、以下のとおりです。

住 宅 ２，２０８人（４６．１％）

共同住宅 ９０２人（１８．８％）

複合用途（特定） ３１６人（６．６％）

工 場 ２８５人（６．０％）

併用住宅 ２８５人（６．０％）

複合用途（非特定） １６４人（３．４％）

倉 庫 ８２人（１．７％）

飲食店 ６２人（１．３％）

旅 館 ５９人（１．２％）

事務所 ４７人（１．０％）

その他の用途の建物火災 ３７７人（７．９％）

 死者の発生した経過別死者発生状況

全死者１，５４６人について、死者の発生し

た経過別にみますと、以下のとおりです。

逃げおくれ ６２６人（４０．５％）

放火自殺 ５５２人（３５．７％）

着衣着火 ９２人（６．０％）

出火後再進入 １９人（１．２％）

その他 ２５７人（１６．６％）

! 年齢層別死者発生状況

爆発を除く死者１，５３９人について、年齢

層別にみますと、以下のとおりです。

６～６４歳以下 ８８４人（５７．４％）

６５歳以上 ６２５人（４０．６％）

５歳以下 ２６人（１．７％）

年齢不明 ４人（０．３％）

" 複合条件による死者発生数

ア 年齢層並びに火災種別ごとの死者数

�ア ５歳以下（爆発を除く）

建物火災 ２３人（８８．５％）

林野火災 ０人（ － ）

車両火災 ２人（７．７％）

船舶火災 ０人（ － ）

航空機火災 ０人（ － ）

その他火災 １人（３．８％）

�イ ６～６４歳以下（爆発を除く）

建物火災 ５０３人（５６．９％）

林野火災 ０人（ － ）

車両火災 １７４人（１９．７％）

船舶火災 １人（０．１％）

航空機火災 ０人（ － ）

その他火災 ２０６人（２３．３％）

�ウ ６５歳以上（爆発を除く）

建物火災 ５１６人（８２．６％）

林野火災 １０人（１．６％）

車両火災 １３人（２．１％）

船舶火災 ０人（ － ）

航空機火災 ０人（ － ）

その他火災 ８６人（１３．８％）

イ 年齢層並びに建物用途別死者数

�ア ５歳以下（爆発を除く）

住 宅 １１人（４７．８％）

共同住宅 ８人（３４．８％）

複合用途（特定） ３人（１３．０％）

併用住宅 １人（４．３％）

�イ ６～６４歳以下（爆発を除く）

住 宅 ２９９人（５９．４％）
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共同住宅 １０５人（２０．９％）

併用住宅 ２７人（５．４％）

複合用途（非特定） ２０人（４．０％）

複合用途（特定） １２人（２．４％）

旅 館 ５人（１．０％）

倉 庫 ４人（０．８％）

事務所 ３人（０．６％）

その他 ２８人（５．６％）

�ウ ６５歳以上（爆発を除く）

住 宅 ３７５人（７２．７％）

共同住宅 ６６人（１２．８％）

併用住宅 ２９人（５．６％）

複合用途（特定） １３人（２．５％）

複合用途（非特定） ７人（１．４％）

工 場 ５人（１．０％）

倉 庫 ２人（０．４％）

その他 １９人（３．７％）

ウ 年齢層並びに死者の発生した経過別死

者数

�ア ５歳以下（爆発を除く）

逃げおくれ １８人（６９．２％）

着衣着火 ２人（７．７％）

放火自殺 １人（３．８％）

出火後再進入 ０人（ － ）

その他 ５人（１９．２％）

�イ ６～６４歳以下（爆発を除く）

放火自殺 ４４６人（５０．５％）

逃げおくれ ２５８人（２９．２％）

着衣着火 ２４人（２．７％）

出火後再進入 ６人（０．７％）

その他 １５０人（１７．０％）

�ウ ６５歳以上（爆発を除く）

逃げおくれ ３４４人（５５．０％）

放火自殺 １０３人（１６．５％）

着衣着火 ６６人（１０．６％）

出火後再進入 １３人（２．１％）

その他 ９９人（１５．８％）

１ はじめに

総合防災訓練は、災害対策基本法、大規模

地震対策特別措置法に基づくとともに、地震

防災計画の円滑な運用を図るため、毎年９月

１日の「防災の日」を中心とした防災週間（８

月３０日～９月５日）内において、中央防災会

議で決定した「総合防災訓練大綱」に基づき

実施しているところです。

平成１１年度においては、中央（国）におけ

る防災訓練として９月１日に南関東地域直下

の地震及び東海地震を想定した訓練を実施し、

政府本部運営訓練及び南関東・東海の各都県、

政令市において現地訓練を実施したところで

す。

また、南関東及び東海地域以外の各道府県

においても、被害想定に基づく訓練、非常参

集訓練、広域的応援訓練、災害対策本部訓練、

一体的な共同訓練、住民参加の促進を基本指

針として実施されました。

なお、平成１１年度における都道府県主催（共

催）の総合防災訓練は、全体で約２千３百の

市町村が実施及び実施予定であり、参加団体

約５万７千、参加人員約５３４万人が見込まれ

ています。【別表１平成１１年度総合防災訓練

の実施状況参照】 以下は、平成１１年度総合

防災訓練（以下「訓練」という。）の概要で

す。

なお、本概要については、平成１１年９月１５

平成１１年度地方公共団体における総合防災訓練の実施結果

の概要について

震災対策指導室
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日現在の調査を基準としています。

２ 中央（国）における訓練について

中央（国）における訓練は、９月１日の「防

災の日」に東海地震を想定した訓練について

は静岡県富士市において、また、南関東地域

直下の地震を想定した訓練については東京都

江東区において、政府本部運営訓練、現地の

訓練等を実施しました。

３ 地方公共団体における訓練実施状況につい

て

地方公共団体における訓練は、中央防災会

議で決定した「平成１１年度総合防災訓練大

綱」の基本方針に沿って、自衛隊、海上保安

庁等国の機関と協力し、また、自主防災組織、

非常通信協議会、民間企業、ボランティア団

体及び地域住民等とも連携した訓練を実施し

ています。

平成１１年度は、計画中のものも含めて、

２，３０５市町村、５７，５８７民間等団体、５，３３９，４７１

人の参加を見込んでいます。【別表２平成１１

年度総合防災訓練実施状況（都道府県別）参

照】

訓練実施日においては、「平成１１年度総合

防災訓練大綱」により、各地域における訓練

については、防災週間中において実施するこ

とが望ましいとされていますが、これまでの

経緯、過去の地震災害等を踏まえて、防災週

間以外にも実施している地方公共団体があり

ます。なかでも、宮城県、秋田県、石川県、

山梨県、長野県、高知県、宮崎県においては、

防災週間中に実施するとともに、防災週間以

外の日においても訓練を実施しています。

� 防災週間中の訓練実施状況

【別表３平成１１年度防災週間中の総合防

災訓練実施状況（都道府県別）参照】

� 防災週間中の「防災の日」に訓練を実

施した地方公共団体は、２２都道県であり、

５８２市町村、１９，８８７民間等団体、２，０１３，３４３

人の参加がありました。【別表４平成１１

年度「防災の日」の総合防災訓練実施状

況（都道府県別）参照】

� 「防災の日」以外の防災週間中に訓練
を実施した地方公共団体は、１１府県、４１６

市町村、１０，２４９民間等団体、９２８，３６２人

の参加がありました。【別表５ 平成１１

年度防災週間内「その他の日」の総合防

災訓練実施状況（都道府県別）参照】

� 防災週間中以外の訓練実施状況

【別表６平成１１年度防災週間以外の総合防

災訓練実施状況（都道府県別）参照】

� ９月１５日を基準として訓練を実施済み

の地方公共団体は、１８県、７１６市町村、

１６，１８６民間等団体、１，１５５，１１７人の参加

がありました。【別表７平成１１年度防災

週間以外９／１５までの総合防災訓練実施

状況（都道府県別）参照】

� ９月１６日以降に訓練を実施する予定の

団体は、４府県、５９１市町村、１１，２６５民

間等団体、１，２４２，６４９人を見込んでいま

す。【別表８平成１１年度防災週間以外９

／１６以降に計画している総合防災訓練の

状況（都道府県別）参照】
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� 防災週間以外の訓練実施地方公共団体

� 過去の地震災害等の経緯から実施日を

設定している団体

宮城県：昭和５３年宮城県沖地震（９月１

日も実施）

秋田県：昭和５８年日本海中部地震（〃）

岐阜県：明治２４年濃尾地震（〃）

� 風水害と地震災害を想定した訓練を梅

雨前に実施

島根県：６月１日実施

高知県：６月４日実施（９月１日も実

施）

佐賀県：５月１９日実施

長崎県：５月２６日実施

宮崎県：５月２１日実施（９月１日も実

施）

鹿児島県：５月１９日実施（平成１２年１月

１２日も実施予定）

� 住民参加促進のため土・日曜日に実施

茨城県：８月２９日実施（防災週間以外）

栃木県：８月２９日実施（ 〃 ）

福井県：９月５日実施（防災週間中）

愛知県：８月２９日実施（防災週間以外）

滋賀県：９月５日実施（防災週間中）

京都府：９月５日実施（ 〃 ）

和歌山県：８月２２日実施（防災週間以外）

徳島県：８月２９日実施（ 〃 ）

大分県：８月２９日実施（ 〃 ）

� 特殊な理由

大阪府：１１月１１日実施予定（近畿２府７

県合同防災訓練を主催するた

め：三重県、福井県、滋賀県、

京都府、兵庫県、奈良県、和歌

山県、徳島県が参加予定）

熊本県：８月１０実施（国民体育大会を９

月上旬（夏期大会）に開催する

ため）

� 訓練を中止とした公共団体

福岡県、三重県の２県においては、大雨

による災害発生等により、万全の体制をと

るため、防災週間中に予定されていた訓練

を中止した。

 南関東地域、東海地域の訓練の状況（１３

都県、３政令市）

南関東地域及び東海地域の各都県におい

ては、過去の経緯等により防災週間中以外

に訓練を実施するとともに、中央における

防災訓練を考慮し、防災週間中にも訓練を

実施しています。また、平成１１年中の参加

人員（一部見込みを含む。）は、合計で

４，１８３，０００人でした。【別表９ 南関東、東

海地域における平成１１年度総合防災訓練実

施状況（平成１１年９月１５日現在調査）参

照】

４ 訓練実施項目の状況について

� 多くの地方公共団体で実施されている訓

練項目

・職員非常参集訓練

・災害対策本部初動体制訓練

・現地災害対策本部開設訓練

・地震・津波情報収集伝達訓練

・消防防災無線等やアマチュア無線を用い

た情報伝達訓練

・避難誘導、避難所開設訓練

・広域応援訓練（緊急消防援助隊、緊急広

域援助隊、相互応援協定に基づく訓練）

・自衛隊災害派遣要請訓練

・倒壊建物からの救出救護訓練

・緊急輸送路確保、交通規制訓練

・障害物除去訓練
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・道路啓開訓練

・ヘリコプターを使用した情報収集、救出

救助、患者搬送訓練

・オートバイ（消防、自衛隊、警察、ボラ

ンティア等）を活用した被害情報収集訓

練

・ボランティアの受入れ調整訓練

・消防水利確保訓練（自然水利からの遠距

離中継送水訓練）

・災害医療対策訓練

・ライフライン施設の復旧訓練

・炊き出し訓練

・避難所における仮設トイレ設置訓練

� 特色のある訓練

・船舶を活用した帰宅困難者対策訓練（埼

玉県、東京都など）

・伝言ダイヤル等による安否情報訓練（埼

玉県など）

・インターネット等による情報伝達訓練

（埼玉県など）

・メガフロート防災拠点実証試験と連携し

た訓練（神奈川県）

・高層建物からの救出・救護訓練（千葉県

など）

・現地災害ボランティアセンター等の設置

訓練（福井県、鹿児島県など）

・警察、消防、自衛隊合同による道路啓開

及び緊急交通路確保訓練（静岡県など）

・各種船舶を活用した応援実働部隊の輸送

訓練（滋賀県など）

・地域の FM局を活用した災害情報放送訓

練（岡山県など）

・大型ヘリを活用した救助車両等の輸送訓

練（広島県など）

・海中転落車両捜索救助訓練（長崎県など）

・携帯電話及びデジタルカメラ等を活用し

た画像伝送訓練（沖縄県など）

５ 訓練の概要と成果及び今後の課題について

各都道府県とも、予定していた訓練項目を

実施することができ、所期の成果を上げてい

ます。

阪神・淡路大震災より４年が経過して、防

災意識が低下してきているといわれるなかで、

各団体とも住民参加をより一層促進する等の

課題があります。

また、ヘリコプターや大型車両等を活用す

る訓練により、訓練が大規模化してきており、

会場の確保が困難な状況にあります。

各都道府県の訓練の概要と成果及び課題に

ついては、次のとおりです。
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（本表は、平成１１年９月１５日現在の調査をもとに作成しました。）

都道府県名 訓 練 の 概 要 と 成 果 今 後 の 課 題

北 海 道 ９月１日� 苫小牧市、厚真町において実施
・北海道防災会議を構成する数多くの防災関係機関や
陸海空全ての自衛隊（海上自衛隊・航空自衛隊の参加
は初）が参加して実施し、各機関の連携が一層強化さ
れた。
・各機関が保有する車両、航空機、船舶、資機材を最
大限に活用して実施し、大規模災害時に対応できる各
機関の役割や能力の把握・点検ができた。
・防災関係機関と地域住民が一体となった各種訓練が
実施され、各機関の連携、技能の向上が図られるとと
もに、住民の防災意識の高揚も促進された。

・地域の特性を踏まえた、より実践的な訓練の実施と
地域住民、自主防災組織、防災ボランティアなどの一
層の参加により、自らの地域は自らで守る自衛意識の
醸成、周知の徹底を図る必要がある。

青 森 県 ８月３１日� 五所川原市において実施
・「青森県地震・津波被害想定調査」による内陸型地
震を想定して実施し、訓練の進行要領は、実際の災害
時の応急対策の流れに近い形となるよう時系列的、実
践的な訓練とし、訓練参加機関と地域住民との防災体
制の強化等における一体感が醸成されるとともに、地
域住民の防災意識の高揚が図られた。
・本格的に緊急消防援助隊が訓練に参加したほか、現
地災害対策本部の機能、運用充実による被災、救助活
動等
に係る情報共有等の訓練を実施した結果、各機関が
連携した救助活動、応急対策等が迅速、的確かつ総合
的に実施でき、防災体制の強化等を図ることができた。

・阪神・淡路大震災から４年余りが経過し、国民の防
災意識が希薄化しているとの指摘があるなかで、今後
一層、一般住民の訓練への参加を図り、「自らの身の
安全は自らが守る」との意識を醸成していく必要があ
る。
・今後さらに、各防災関連機関の連携強化と迅速、的
確か
つ総合的な応急対策等を行えるよう、現地災害対策
本部の機能、運用充実を図り、同本部員の指揮権（事
案対応能力）が十分発揮できる訓練場面を設定する必
要がある。

岩 手 県 ９月３日� 釜石市において実施
・「地震、津波、林野火災の災害に対応した実践的な
訓練」、「防災関係機関相互の連携協力体制の確立」及
び「地域住民の参加と防災意識の高揚」を目的に実施
したが、相互応援協定に基づく広域応援要請及び隣接
県ヘリの応援による林野火災消火訓練、医療救護訓練
及び緊急物資輸送訓練等関係機関相互協力訓練、さら
には津波避難訓練の実施により防災意識の高揚を図る
ことができた。
・概ね計画どおり行えたが、津波避難訓練参加率の低
下、一部ヘリ TV映像が入らない等の問題点もあった。

・訓練項目の多様化などにより、訓練方法の見直しを
図る等の検討により、重点訓練の充実を図りつつ、訓
練の簡素
化を図る必要がある。

宮 城 県 ６月１２日� 県庁ほか及び９月１日�蔵王町におい
て実施
・６月１２日の訓練では、知事を本部長とする県災害対
策本部を地震発生と同時に自動設置し、災害時におけ
る迅速な初動体制の確立が図られた。
・９月１日の訓練では、大規模災害時における防災関
係機関、団体、住民が一体となった災害応急活動の実
施により、相互の協力体制の確認が図られた。
・多数の防災関係機関及び住民の参加により、防災意
識の高揚が図られた。

・非常参集訓練における登庁時間及び登庁方法
・訓練時における指揮系統を明確化

－２９－



都道府県名 訓 練 の 概 要 と 成 果 今 後 の 課 題

秋 田 県 ５月２６日� 県庁ほか及び９月１日�湯沢市におい
て実施
・５月２６日の訓練では、震度情報ネットワークによる
非常参集から災害対策本部運用に至るまでの全般にわ
たり所期の成果を得た。
・９月１日の訓練では、山岳、急傾斜地、地域 FMの
存在等湯沢市の地域特性を考慮した訓練、各防災関係
機関の一体的な連携等、所期の成果を得た。

・来春に高機能化された総合防災情報センター（仮
称）が完成運用となるが、システムの理解と操作の習
熟が課題。
・訓練実施場所の選定・確保及び訓練参加者への対応
・テレビカメラ、衛星車載車等新防災システムの活用

山 形 県 ９月１日� 上山市において実施
・災害時発生時の初動体制の強化、地域における防災
活動の強化、自主防災組織と防災関係機関との連携、
広域応援体制の整備、航空防災体制の整備に重点を置
いて実施した。
・防災関係機関、地域住民の緊密な連携と協力のもと、
迅速・的確に訓練が実施され、各防災関係機関の防災
体制の強化、地域住民の防災意識の高揚が図られた。
・実災害に即した訓練を行ったことにより、短時間で
多くの訓練が実施でき、また、各訓練を連動させて実
施することにより、実災害時に活用できるものであっ
た。

・実災害に即した訓練として時系列による訓練を実施
したが、地域住民への防災意識の高揚を図る目的とし
ては、見せる訓練も必要と考えることから、訓練の案
内等の対応が必要である。
・不特定多数の客が訪れるホテル、旅館及び大規模小
売店や各事業所の参加、訓練会場以外の地域住民を参
加させた防災訓練を実施し、防災意識の高揚を図る必
要がある。

福 島 県 ９月１日� 郡山市において実施
・平成１０年８月末豪雨による災害を教訓とした訓練を
実施し、防災関係機関の連携強化、住民の防災意識の
高揚を図ることができた。
・水害想定訓練では、避難所開設、災害弱者の福祉タ
クシーによる避難訓練等一連の流れを想定して実施し
た。
・地震想定訓練では、住民が避難する途中に遭遇した
負傷者、火災に対して住民の判断による災害対応訓練
等を実施した。

・災害時における住民の初動対応が被害を小さくする
ことができるため、住民参加の訓練をいかに実施して
いくかが問題になる。
・年々ボリュームが多くなり、充実した訓練にするた
めにも、ある程度訓練項目をしぼって実施する必要が
ある。

茨 城 県 ８月２９日 牛久市において実施
・多くの訓練参加者により、限られた時間ではあった
が、それぞれが真剣に訓練に取り組み、災害時におけ
る防災活動の習熟、相互間の緊密な協力体制の強化、
防災に対する理解と防災意識の高揚を図ることができ、
概ね所期の目的を達することができた。
・初めての鉄道事故災害を想定した訓練は、JR東日
本をはじめ、多くの消防関係者、医療関係者の協力体
制のもと、迅速・的確な行動により、鉄道事故の対応
という意識づけを行い、大きな成果を収めることがで
きた。

・自己完結型の訓練ではなく、防災関係機関・医療関
係機関が横断的に相互に連携を持つ訓練を行っていき
たい。
・完璧なシナリオに沿った訓練ではなく、参加者が自
らの判断で対処するような訓練も考えていきたい。

栃 木 県 ８月２９日 足利市において実施
・地域住民の積極的な参加、広域相互応援協定に基づ
く訓練、水防訓練に重点をおいて実施した。
・防災関係機関の緊密な連携により、実践的な訓練が
実施され、災害対策基本法及び県・市地域防災計画の
運用について、検証することができた。また、県民の
防災意識の高揚が図ることができた。

・住民参加による訓練を積極的に実施する必要がある。
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都道府県名 訓 練 の 概 要 と 成 果 今 後 の 課 題

群 馬 県 ９月３日� 高崎市において実施
・阪神・淡路大震災を教訓とした実践的な訓練を実施
し、各防災関係機関の連携、協力のもと迅速かつ的確
な訓練が行われ、各機関の防災活動に関する責任の自
覚と技術の向上及び地域住民の防災意識の高揚が図ら
れた。
・自衛隊、警察、消防、県防災航空隊等の関係機関の
連携により、迅速かつ的確な訓練が行われ、災害時に
おける関係機関相互の協力体制が強化された。
・災害時応援協定による救援物資輸送訓練・緊急通行
車両誘導訓練においては、各相互応援協定に基づく関
係機関の協力のもと、円滑に訓練が実施された。

・年々会場の確保等が難しくなっており、共催市の負
担も大きくなっていることから、開催方法等について
更なる検
討が必要である。

埼 玉 県 ９月１日� 上尾市において実施
・一昨年から発災時刻を予告せず、訓練想定も事前に
示さずに実施してきた。これにより各防災関係機関に
おいては、災害現場の判断力と対応力を醸成できた。
・今回は災害の同時多発を想定し、同市内の３か所の
会場で同時に訓練を実施したことにより、被害情報の
収集
・伝達など自治体及び防災関係機関の体制整備と、住
民自らが協力して応急対策活動を実施することによる
自主防災組織の高揚、連帯意識の醸成及び防災活動に
関する行動力の向上を図ることができた。

・いつ、どこで発生するか予測し得ない大規模、広域
災害に対し、防災関係機関の対応力のさらなる醸成を
図るため、訓練を重ねていくことが必要である。しか
し、近年の土地利用状況や、経済状況等も影響し、自
治体及び住民の防災意識の温度差も地域的に生じてい
るようである。甚大な被害を及ぼす大規模地震災害発
生時に、二次的な被害を最小限に抑えるためにも、総
合防災訓練への取り組みをさらに指導する必要がある。

千 葉 県 ９月１日� 木更津市において実施
・「阪神・淡路大震災」等の教訓をもとに、地域性と
立地条件を重視した実践的な訓練を実施した。
・各種の救出・救護、情報収集等の訓練では、参加機
関相互の緊密な連携のもとに、陸と空との広範囲にわ
たる訓練がそれぞれの役割分担で円滑かつ的確に実施
され、十分な成果を上げることができた。
・各種応援協定等に基づく訓練に参加し、関係機関相
互の連携強化が図られた。
・多数の住民、自主防災組織、防災ボランティア等の
参加を得た訓練を実施し、発災時の適切な判断力・的
確な行動力の育成、連帯意識の醸成を図ることができ
た。

・引き続き、千葉県の地域性や訓練会場の立地条件等
を考慮した実践的訓練を実施していくこと、各防災関
係機関と住民、ボランティア等が連携協力した訓練を
実施していくことが必要である。
・訓練会場適地の確保と経費の節減について、今後検
討する必要がある。

東 京 都 ９月１日� 江東区において実施
・帰宅困難者対策訓練、七都県市災害時相互応援協定
に基づく広域応援訓練、東京都職員の防災行動力の向
上を特色及び重点として実施した。
・訓練会場が臨海部であり、船舶等も活用して陸海空
にわたる多様な訓練を実施することができた。
・七都県市合同防災訓練の幹事会場であり、応援を受
ける側として様々な訓練項目を行うことができた。
・全般的には多数の防災機関の参加を得て、それぞれ
が相互に連携し、効果的な訓練を実施することができ
た。

・図上訓練の要素を加味した実践的な訓練を実施する
必要がある。
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都道府県名 訓 練 の 概 要 と 成 果 今 後 の 課 題

神奈川県 ９月１日� 南足柄市において実施
・自主防災組織による救出救護訓練や応急手当訓練等
の住民参加型訓練、応急危険度判定士会、日本赤十字
社奉仕団等ボランティアと連携した訓練、横須賀港メ
ガフロートの防災拠点実証訓練と連携させた広域応援
訓練等を特色及び重点として実施した。
・実際の災害を想定した、より実践的な訓練が実施さ
れた。地域の防災訓練に重点をおき、自主防災組織に
よる初期消火や、救出救助活動、応急手当訓練など住
民参加型の訓練を充実させたことにより、初動期にお
ける住民の防災意識の高揚が図れた。

・市町村の地域特性を重視しつつ広域的な訓練を実施
するとともに、一会場で集中した訓練を実施するだけ
でなく、各地域での防災活動を支援する訓練の方法を
検討する必要がある。

新 潟 県 ９月１日� 五泉市において実施
・地域住民の防災意識の高揚、地域住民・児童・生徒
・ボランティアによる防災訓練、防災関係機関等によ
る情報の収集・伝達及び広報訓練、防災関係機関によ
る応急対策訓練、ライフラインの復旧訓練を特色及び
重点として実施した。
・訓練関係機関の応急対策の習熟、参加機関相互の連
携強化、住民の防災意識の啓発等を図ることができた。

・訓練会場の適地の確保が困難である。
・訓練のマンネリ化を防ぎ、また、より実践的な訓練
となるよう訓練内容を検討する必要がある。

富 山 県 ９月３日� 県庁及び９月６日�氷見市において実
施
９月３日の訓練では、災害発生時を明らかにせず、
県災害対策本部の設置及び運営訓練を実施したが、緊
張感があって、訓練成果を上げることができた。
９月６日の訓練では、氷見市内を会場に実施したが、
従会場として２小学校においても災害特性を考慮した
訓練を実施し、校下住民が多数参加して、訓練の成果
を上げることができた。

・９月３日の訓練では、実務的な応急対策等を検討す
るため、今後、担当者レベルの訓練も実施する必要が
ある。
・現地訓練を実施する広い場所が確保しにくい。
・訓練のマンネリ化を防ぐ工夫が必要である。

石 川 県 ９月３日� 金沢市において実施
また、１０月１４日�七尾市において実施予定
・９月３日の訓練では、陸上訓練と海上訓練に分け、
陸上訓練では消火訓練及び応急防油堤構築訓練を特色
及び重点として実施し、各防災関係機関の役割分担の
再確認及び防災資機材の使用方法の習熟ができた。
・１０月１４日の訓練では、平成９年に発生した日本海ロ
シアタンカー油流出事故を踏まえた流出油災害対策訓
練や温泉旅館宿泊客の避難誘導訓練等を実施予定であ
る。

・事業所の撤退、リストラの関係で、訓練参加者の確
保が難しくなってきている。

福 井 県 ９月５日 大野市において実施
・災害弱者に対する住民による避難補助などの住民参
加型の訓練、「福井県広域災害・緊急医療情報システ
ム」の入力訓練、「福井県災害ボランティアセンター
連絡会」による現地災害ボランティアセンターの設置
訓練、日本レスキュー協会と陸上自衛隊による共同訓
練等を特色及び重点として実施した。
・多くの一般見学者の中、参加機関相互に連携の取れ
た訓練が展開され、住民の防災意識の高揚に成果があ
った。特に、会場を市街地に設けて実施したため、実
践的な訓練を実施することができた。

・実践的訓練を実施するための会場設定が必要である。
・災害弱者を考慮した実践的訓練を実施する必要があ
る。
・防災意識高揚のため、住民が参加したい防災訓練を
実施する必要がある。
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山 梨 県 ６月１日� 勝沼市及び９月１日�県庁ほかにおい
て実施
・６月１日の訓練は、県、市町村、消防本部、県警、
自衛隊が連携した実践的な訓練を実施した。
・地方連絡本部が現地災害対策本部を設置し、内部の
連携が円滑に実施できた。
・近県の各機関の協力を得る中で広域応援訓練を実施
できた。
・９月１日の訓練では、各人が地域防災計画による役
割分担を再認識できた。また、各防災関係機関相互の
情報伝達ルートの確認ができた。

・６月１日の訓練は、毎年この日に実施することに決
めているが、直近の日曜日（休日）を検討する必要が
ある。
・県内各地の様々な地域で実施し、各地域の問題点を
明らかにしていく必要がある。
・９月１日の訓練は、各人の役割が日常の業務とはか
け離れているものもあり、今後、地域防災計画の見直
しの中で見直しをしていく必要がある。
・被害状況等の情報伝達ルートにも、日常に則してな
いものを見直す必要がある。

長 野 県 ６月２日� 長野市及び９月１日�に県庁ほか
において実施
・６月２日の訓練では、有事に際して即応できる体制
を確立するとともに、広く防災意識の普及高揚を図り、
防災体制の万全に資した。
・広域応援訓練等により防災関係機関相互の連携強化
が図られた。
・９月１日の訓練で、県においては災害応急対策の総
合調整等を実施し、円滑な本部運営を行うことができ
た。
・地震防災対策強化地域の主会場である伊那市では、
物資受入訓練、山崩れによる倒壊家屋からの救助訓練
等が行われるなど実践的な訓練が行われた。

・防災関係機関相互の連携強化及び住民参加をさらに
推進する必要がある。

岐 阜 県 １１月７日 穂積町ほかにおいて実施予定
・濃尾地震が発生した１０月２８日前後の日曜日に、県、
町村、その他の防災関係機関で実働的な訓練を実施す
る予定である。

静 岡 県 ９月１日� 富士市において実施
・「もう一度、一から取り組む防災訓練」を基本とし
た実践的な訓練、防災関係機関が連携した訓練、災害
ボランティアと防災関係機関が連携した訓練、海岸線
を利用した訓練（自衛隊の輸送鑑等による緊急物資の
輸送、負傷者の移送訓練等）を特色及び重点として実
施した。
・住民自ら積極的に参加することを目標に、自主防災
組織と事業所等の連携や防災関係機関相互の連携訓練
に取り組み、災害時における相互の理解と協力体制が
強化された。

・大規模会場の確保が難しいため、複数の分散会場で、
規模を見直しして、より実践的な訓練にする必要があ
る。
・訓練項目をさらに整理し、関係機関による、より一
層連携した訓練の実施を推進する必要がある。

愛 知 県 ８月２９日 小牧市において実施
・「住民・ボランティア主体型訓練」を訓練テーマと
して、住民主体による避難所の運営訓練、自主防災組
織による救助、応急救護、初期消火等の各種訓練、地
域ボランティア支援本部の運営訓練、地元企業との連
携訓練を特色及び重点として実施した。
・参加機関相互の協力体制の充実、地震発生時の迅速
かつ的確な応急活動の協力体制、防災意識の高揚を図
ることができた。

・阪神・淡路大震災から４年が経過し、住民及び防災
関係機関の防災意識が薄れているのが現状であり、訓
練内容においても一過性なものになりがちである。そ
のため、見る訓練ではなく参加実施型を続けていける
内容にする必要がある。

三 重 県 ９月４日� 長島町において実施予定であったが、
大雨のため中止となった。
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滋 賀 県 ９月５日 八日市市ほかにおいて実施
・住民参加型の実践的な訓練、琵琶湖を活用した訓練、
都市、山地の災害対応訓練、文化財被害対応・林野火
災訓練、防災関係機関の有機的な連携訓練、県地域防
災計画（震災対策編）の検証を特色及び重点として実
施した。
・概ね予定した訓練項目を計画どおり実施することが
でき、過去最高の参加規模となった。

・防災機関の実践的な訓練の実施と訓練を通じて住民
啓発効果を高める方策の検討が必要である。

京 都 府 ９月５日 八幡市において実施
・目の前に起こっている被災状況に対応していく「発
災対応型」訓練を実施することにより、地域住民の自
主防災意識の高揚が図れた。
・関係機関が一堂に会した訓練を通じて防災関係機関
相互の連携が図れた。
・日常生活を送っている市街地を訓練の舞台とするこ
とにより、訓練のもつ切実感などが増大し、「自分達
の街は自分達で守る」という住民の自主防災意識の高
揚が図れた。

・実施地域の事情により濃淡はあるものの、今後、住
民型訓練が主流となると考えられるが、防災関係機関
間の専門訓練との連携が課題となってくる。自衛隊、
警察、消防、日赤等救出・救助、医療、救護のより密
度の濃いコンバインド訓練などの実施が必要がある。
・住民型訓練において今回は初めてのこともあり、訓
練のスムーズな進行を優先させたところがある。突発
的な事象に対応できるよう、出来る限りシナリオを伏
せた訓練を行う必要がある。

大 阪 府 １１月１１日� 堺市ほかにおいて実施予定
近畿２府７県による広域応援型、陸海空の連携、傷
モデルによる医療救護、通信衛星による会場テレビ中
継を特色及び重点として実施予定である。

兵 庫 県 ８月３１日�及び９月１日� 姫路市ほかにおいて実
施
・西播磨地域広域防災総合訓練及び姫路市総合防災訓
練と一体的となった合同訓練、８月３１日から９月１日
の２日間にわたって３つの会場（但馬空港、西播磨広
域防災拠点、網干沖埋立地）を連携させた広域リレー
型訓練等を特色及び重点として実施した。
・地方本部訓練、緊急空路輸送訓練、西播磨広域防災
拠点訓練、総ぐるみ訓練及び総合訓練の５種類を実施
し、自主防災力の向上、県民の防災意識の高揚、防災
要員の技能の向上、地域の防災関係機関の連携強化を
図った。

・参観者に分かりやすく、各機関の能力をアピールで
きるように工夫する必要がある。

奈 良 県 ９月２日� 大和郡山市において実施
・地域住民の参加、民間ボランティア団体の参加及び
活動紹介を特色及び重点として実施した。
・訓練参加機関の連携が迅速かつ適切に行われた。
・ボランティア団体の参加が積極的になされた。

・訓練想定を当日発表する等、より実践的な訓練とな
るように検討する必要がある。
・住民参加型訓練を検討する必要がある。

和歌山県 ８月２２日 粉河町において実施
・阪神・淡路大震災を教訓に、防災関係機関による倒
壊家屋からの負傷者救出・救助訓練、地元住民等によ
る災害初期対応訓練、航空機を使用する訓練等を特色
及び重点として実施した。
・複数の機関による共同訓練が多く実施でき、相互理
解及び連携を図ることができた。
・赤十字奉仕団員による大量炊き出し訓練など、住民
自らによる災害救援・支援活動の訓練を実施できた。

・年々、訓練が大規模になってきており、規模にあっ
た訓練会場を確保することが困難となってきている。
特にヘリポート及び駐車場の確保が困難である。
・メイン会場での訓練実施以外に、地域に密着した分
散型訓練の実施を検討する必要がある。
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鳥 取 県 ９月３日� 境港市において実施
・広域応援訓練、危険物火災防御訓練、海上災害防除
訓練を特色及び重点として実施した。
・隣接県消防防災ヘリコプターの広域応援訓練、海上
保安部の巡視船と連携した救急搬送訓練、消防局・消
防団
・自衛隊・民間事業者等の合同による危険物火災防御
訓練等を通じて防災関係機関相互の連携が強化された。
・初期消火訓練や防災講演会を通じて住民の防災意識
の
高揚が図られた。

・より実践的な訓練となるような工夫が必要である。
・地域防災において大きな役割を持つ住民がより多く
参加できるよう、日程及び訓練内容等を検討する必要
がある。
・訓練規模が大きくなるに伴い、経費の増大、訓練に
必要な会場面積の増加等の問題が生じており、訓練実
施方法の見直し等が必要である。

島 根 県 ６月１日� 桜江町において実施
・総合防災システム整備事業により整備した防災情報
センター、防災情報システムを活用した災害対策本部
設置運用訓練を特色及び重点として実施した。
・防災関係機関の連携により的確に訓練が実施された。
・県災害対策本部訓練では、防災情報システムを活用
した被害状況収集の実施と衛星車載車、ヘリテレ及び
テレビ会議を利用して現地訓練会場及び現地災害対策
本部との連携を図った。

・阪神・淡路大震災以降、訓練の規模が拡大しており、
会場の確保が難しくなっている。今後は、自主防災組
織等による住民参加型の訓練により災害時の対応の実
効性を高めていきたい。

岡 山 県 ９月１日� 岡山市において実施
・台風災害及び地震災害に対する防災関係機関を中心
とした応急対応訓練を特色及び重点として実施した。
・防災関係機関の連携強化と住民の防災意識の高揚に
一定の成果があった。
・今後の災害時を想定した実践的な訓練を行うことが
できた。

・今後も住民参加の一層の推進を図りつつ、１市町村
だけではなく、広域市町村で被害が生じた想定での訓
練も実施していきたい。
また、被害想定についても地域の実情に沿ったもの
を考えていきたい。

広 島 県 ９月１日� 福山市において実施
・地域住民等が参加する地元に密着した訓練、阪神・
淡路大震災を教訓とした実践的な訓練、風水害を想定
した水防訓練、海上からの緊急物資輸送及び海中転落
者の吊り上げ訓練を特色及び重点として実施した。
・各防災関係機関及び地域住民が相互に連携すること
の重要性を再認識した。
・災害時の被害を最小限に食い止めるための防災体制
を確立できた。

・訓練実施について県民（市町村民）への周知。
・より多くの県民（市町村民）の参加。

山 口 県 ９月１日� 下関市において実施
・地域の災害特性を考慮した訓練、自治会等地域住民
が多数参加の訓練、各種応援協定に基づく災害対応訓
練、ボランティアコーディネート訓練を特色及び重点
として実施した。
・防災関係機関相互の緊密な協力体制の強化及び地域
団体・住民の防災意識の高揚につながった。

・災害発生から災害対策本部等立ち上げまでの訓練
・より実践的な訓練

徳 島 県 ８月２９日 阿波町において実施
・山林火災、水防工法等実施場所に合わせた訓練内容
を拡充・実践及び啓発、地元自主防災組織の訓練参加
等の住民参加の促進を特色及び重点として実施した。
・各機関が共同して行う訓練を実施し、各機関の連携
が図れた。
・地元の住民をはじめ多くの住民の参加・見学が得ら
れ、県民の防災意識の高揚が図れた。

・短時間の間に実践的な訓練を行うと同時に、住民等
の意識啓発の高揚をいかに図るかが課題である。
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香 川 県 ９月１日� 仁尾町において実施
・自主防災組織による地震発生後の火災を想定した初
期消火訓練、救急救命訓練において災害時の救急医療
情報システム「かがわ医療情報ネットワーク」を活用
した医療情報の収集を特色及び重点として実施した。
・防災関係機関の連携強化が図られた。
・三豊地区の県民の防災意識の一層の高揚が図られた。

・例年７月下旬に実施している水害・林野火災を想定
した総合防災訓練と９月１日に実施している震災対策
総合訓練を統合した総合防災訓練の実施。
・平成１２年度より稼働する香川県総合防災情報システ
ムの活用
・住民参加型訓練のより一層の充実。

愛 媛 県 ９月１日� 上浦町において実施
・防災関係機関相互の連携、地域住民・企業の参加、
訓練会場が島嶼部かつ県境であることを生かし、陸海
空が一体となった消火活動訓練及び広域応援訓練を特
色及び重点として実施した。
・防災関係機関、民間協力団体及び地域住民が一体と
なって総合的かつ有機的な訓練を実施することにより、
防災体制の一層の充実強化、応急対策の機能向上及び
県民に対する防災意識の普及と高揚を図ることができ
た。

・地域の企業及び住民が主体となった訓練の実施

高 知 県 ６月４日� 中村市及び９月１日�県庁において実
施
・６月４日の訓練では、訓練日程を想定する災害ごと
に区分して構成、迅速的確な情報収集及び伝達、非常
事態に対する適時適切な状況判断及び措置、関係機関
相互の連絡及び調整、適切な災害応急措置の実施を特
色及び重点として実施し、所期の目的を達成すること
ができた。
・９月１日の訓練では、職員参集、災害対策本部設営
訓練、市町村から電子メールによる被災状況報告、放
送事業者への緊急放送要請訓練、交通規制を伴う緊急
輸送ルートの確保と緊急物資搬送訓練を特色及び重点
として実施し、所期の目的を達成することができた。

・訓練内容の一層の充実を図っていく必要がある。
・被災者の基本的生活の確保に向けた応急対策

福 岡 県 ８月３１日� 宮田町において実施予定であったが、
大雨のため中止となった。

佐 賀 県 ５月１９日� 佐賀市において実施
・今回初めて時間外（早朝）において、緊急初動班に
よる災害発生初期段階における情報収集、災害対策本
部設営に取り組み、総合訓練会場においては従来から
の風水害、地震災害等を想定した各種訓練を実施した。
特に地域住民が救助隊の到着前に、住民自らの瓦礫
の除去、バケツリレーによる消火活動、負傷者の搬送
等の訓練に取り組んだ。

・ボランティア、地域住民の参加者拡大及び参加訓練
項目の検討
・企業等の参加

長 崎 県 ５月２６日� 勝本町において実施
・防災関係機関・団体の連携強化、実践的な総合防災
訓練による有事即応体制の確立、防災意識の高揚・普
及を特色及び重点として実施した。
・陸上訓練及び海上訓練において、実際の災害時に各
防災機関が実施すべき基本的項目に加え、高度の練度
を必要とする合同訓練を実施するとともに、一般参加
者の参加による防災意識の高揚を目的とし、震災対策
関連の訓練内容を加味した。

・大規模災害時を想定し、他県との応援体制を念頭に
入れた広域的な訓練を実施するなど、今後内容の充実
を図っていく必要がある。
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＊本表に関しては、平成１１年度総合防災訓練実施結果報告より抜粋したものです。

都道府県名 訓 練 の 概 要 と 成 果 今 後 の 課 題

熊 本 県 ８月１０日� 山鹿市において実施
・予定どおりの訓練を実施し、十分な成果が得られた。
・山鹿鹿本郡全市町から消防団員が参加し、防災活動
に関する知識や認識を深めることができた。
・防災関係機関で綿密な打ち合わせを行うことで、人
的交流が深まり、さらなる連携の強化に期待がもてた。
・訓練に地元の自治会や小学生、保育園児の参加があ
り、初期消火活動訓練や避難訓練等を実施して、住民
の防災意識の高揚に十分役立った。

・訓練への参加者は普段から防災活動に関わる者がほ
とんどであるため、一般の人が参加しやすい訓練にし
たい。
・阪神・淡路大震災の教訓を生かした、役立つ防災訓
練の内容を取り入れていきたい。

大 分 県 ８月２９日 臼杵市において実施
・普段、共同で訓練を行うことがない、自衛隊や県警、
民間の会社と訓練を行うことにより、災害時における
対応方法及び防災力の把握ができた。
・災害時における災害対策本部の立ち上げ、防災関係
機関等による防災訓練や地元住民、消防団参加の訓練
が滞りなく行われた。また、広報活動により多数の一
般市民が見学し、防災について考える良い機会になっ
た。

・防災訓練を行う上での今後の課題は、訓練実施機関
が明確な計画を立案できるかということにあると思わ
れる。訓練を有意義なものにする為に、計画段階で実
際に災害を想定して、その災害に対応する為に必要な
訓練を計画することが重要である。

宮 崎 県 ５月２１日� 串間市及び９月１日�県庁ほかにおい
て実施
・５月２１の訓練では、災害対策本部訓練や総合対策本
部訓練を行い、改定後の防災計画の検証ができた。
・実働訓練の中に現地合同調整本部訓練を組み入れる
とともに、実働訓練自体も防災関係機関が連携して実
施し、防災関係機関の協力体制の確立につながった。
・９月１日の訓練では、県職員緊急伝達訓練、津波情
報伝達訓練、被害情報収集訓練に重点をおいて実施し
たが、全体的にはスムーズに流れた。

・災害対策本部訓練の充実

鹿児島県 ５月１９日� 頴娃町において実施
また、平成１２年１月１２日�桜島町において実施予定
・５月１９日の訓練では、平成５年夏の鹿児島豪雨災害、
出水市針原地区の土石流災害、阪神・淡路大震災や薩
摩地方を震源とする地震災害等を教訓に実施した。
・防災関係機関相互の連携を図るとともに、地域住民、
自主防災組織、幼稚園児等災害弱者等の参加により、
実践的な訓練ができた。
・１月１２日の訓練は、桜島の爆発・地震等による災害
発生を想定して、防災関係機関が相互に緊密な連携を
保ちながら、各種の災害応急対策を実施する予定であ
る。

・より多くの住民参加が得られるように、訓練内容等
について検討を要する。

沖 縄 県 ９月１日� 名護市ほかにおいて実施
・初めて密集市街地のビルや道路を使用し、実践的な
応急活動や救助活動等が実施できた。
・県及び１２市町村において災害対策本部の設置訓練、
情報収集・伝達訓練、災害応急対策訓練が実施できた。
・住民による初期消火、倒壊建物からの救出等を取り
入れ、地域住民の訓練参加機会をつくることができた。
・リゾート施設の観光客等を対象に津波及びホテル火
災からの避難訓練及び老人福祉施設において、火災避
難訓練が実施できた。

・訓練実施規模の拡大
・訓練実施調整事務の簡素化
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別表１ 平成１１年度総合防災訓練の実施状況（平成１１年９月１５日現在調査）

＊数値については、延べ数である。

防災週間中
小計

防災週間以外
小計 合計

防災の日 その他の日 実施済 計画中

訓練実施市町村数 ５８２ ４１６ ９９８ ７１６ ５９１ １，３０７ ２，３０５

参加団体数 １９，８８７ １０，２４９ ３０，１３６ １６，１８６ １１，２６５ ２７，４５１ ５７，５８７

うち住民組織数 ８，７１９ ５，６４０ １４，３５９ ８，７９７ ６，１０８ １４，９０５ ２９，２６４

参加人員 ２，０１３，３４３ ９２８，３６２ ２，９４１，７０５ １，１５５，１１７ １，２４２，６４９ ２，３９７，７６６ ５，３３９，４７１

自衛隊
隊数 ２２１ １３６ ３５７ ３０３ １２３ ４２６ ７８３

人 ４，１００ １，８７１ ５，９７１ １２，０６５ ３，０８１ １５，１４６ ２１，１１７

海上保安庁（人） １，０１８ ３５９ １，３７７ ４３３ ４８３ ９１６ ２，２９３

広 域
応 援

県外消防
本部 ９ ２ １１ ２４ ６４ ８８ ９９

人 ３７ １２ ４９ １２５ ５５９ ６８４ ７３３

県外警察
本部 １２ ５ １７ ７ ７ １４ ３１

人 １４２ ４４ １８６ ８４ １２２ ２０６ ３９２

参加航空機 ２７４ １７３ ４４７ ４３０ ２０５ ６３５ １，０８２

参加船舶 １８９ ８３ ２７２ ３０９ １０２ ４１１ ６８３
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別表２ 平成１１年度総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊数値については、延べ数である。

都道府県
実 施
市町村数

参加団体数
参加人員

自 衛 隊 海上保
安 庁

県外消防 県外警察 参 加
航空機数

参 加
船 舶 数住民組織 隊 人員 本部 人数 本部 人員

１ 北 海 道 ９８ １，５２３ ８００ ４８，０００ ５６ ６，６４９ ４０７ ０ ０ ０ ０ ５０ ５１

２ 青 森 県 ２１ ３７８ ８９ ３１，６３４ １７ １４１ ３ ０ ０ １ ５ １９ ３１

３ 岩 手 県 ２７ ４８１ １５８ ５２，２６８ ５ ７９ １００ ０ ０ ０ ０ １１ ６

４ 宮 城 県 ５８ １，４６８ ５１５ ８５，４０２ １８ ３６２ ０ ０ ０ ０ ０ １７ １７０

５ 秋 田 県 ５６ １，０３０ ３０６ １３７，７６６ ８ １１１ ２４ ０ ０ ０ ０ ７ ２

６ 山 形 県 ４６ ８０６ ４１７ ３９，３３９ ７ １１３ ２０ ２ １０ １ １０ ３３ ３

７ 福 島 県 ２５ １，２０５ ２５９ ２２，０７３ １４ ３２９ ０ １ ７ １ １０ ２２ ０

８ 茨 城 県 ２７ ７５９ ３８１ ２４，０６１ ２０ １５９ ０ １ ５ ０ ０ ２８ ２

９ 栃 木 県 １０ ２１６ ３０ ９，１１９ ７ ２４１ ０ ４ ２０ ０ ０ １５ ０

１０ 群 馬 県 ８ ２５６ ７０ ７，３０７ ９ １３７ ０ ２ １０ ０ ０ １４ ０

１１ 埼 玉 県 ６２ ２，２２６ １，０３３ １１２，４３９ ３２ ４８８ ０ ３ １２ ０ ０ ７７ ６

１２ 千 葉 県 ７０ ２，１３４ １，２２２ １１９，３８２ ４９ ４１５ ０ ０ ０ ０ ０ ３７ ３

１３ 東 京 都 ９８ ３，８８６ ２，８８４ ２８４，７５８ ３０ ２，９６４ １０４ ４ １７ ２ ２３ ４４ ４４

１４ 神奈川県 ５６ ２，３６６ １，６６２ １７２，４２４ ４５ ４９７ １５ １ ６ ０ ０ ３２ ８

１５ 新 潟 県 ４１ １，１３８ ５５７ １００，６７４ １６ ３４８ ８ ２ １３ ０ ０ ３８ ４

１６ 富 山 県 １１ ２７１ ６３ ３０，２５０ １０ １６７ ４０ ２ １４ １ １０ １７ １２

１７ 石 川 県 １９ ３９３ １８５ ２３，１９９ １０ １５８ １２１ １ ５ ２ ２２ １９ ２９

１８ 福 井 県 ２１ ２３８ ９３ １０，７４９ ３ ２５ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０

１９ 山 梨 県 １５２ ２，６０４ １，７６２ ２０２，９３３ １２ １５４ ０ ０ ０ ０ ０ １４ ０

２０ 長 野 県 ２０１ ５，７０７ ２，７８５ ５３５，３１０ １１ ２８８ ０ ０ ０ ０ ０ ２８ ０

２１ 岐 阜 県 ７４ １，１１５ ６０７ ９０，９０４ １７ ２４９ ０ ５ ２１ ０ ０ ４１ ０

２２ 静 岡 県 １８８ １２，６９７ ７，６７９ ２，０８７，３３８ ４２ ４３６ ９５ ０ ０ ３ ５０ ５２ １８

２３ 愛 知 県 １６８ ４，０１２ １，９０５ ４４５，７９６ ３９ ５６４ ８９ １ ５ １ １５ ５８ １０

２４ 三 重 県 １２８ ９２７ ４２７ ９１，２２９ ６ １５７ ４１ ０ ０ ０ ０ １１ ２５

２５ 滋 賀 県 ３５ １，１８７ ７３７ ８２，８９９ ２５ １６７ ３ ０ ０ １ ２０ １１ ２０

２６ 京 都 府 １８ ３１４ １０１ ３１，９２５ ８ ２０２ ０ １ ６ １ ５ １５ ０

２７ 大 阪 府 ９４ ２，２６７ ２４７ ７９，７２６ ６９ １，２８７ １２７ ５９ ５２５ ５ １００ ７６ ２６

２８ 兵 庫 県 １０６ １，３０５ ７１５ ９０，１１０ ３０ ５９７ ２３９ ０ ０ １ ７ ４５ ２７

２９ 奈 良 県 ７ ２５５ １５８ ４，２２３ ２ ３４ ０ ２ ４ １ ９ ４ ０

３０ 和歌山県 ２８ ４６９ １７３ ２３，５６２ １９ ２４４ ２０ ０ ０ １ １５ ２８ ２１

３１ 鳥 取 県 ２３ ４９７ ２３１ ７０，４２３ ３ １０７ ５７ ０ ０ １ ５ １１ ２３

３２ 島 根 県 １６ １１８ ２２ ２，６４４ ２ ７７ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０

３３ 岡 山 県 １７ １７６ ２０ ８，２７８ ５ ９４ ２０ ０ ０ １ ９ ８ １

３４ 広 島 県 ７ ２４８ ３５ ５，３６１ １９ ４３３ ９４ １ １４ ０ ０ ５３ ２８

３５ 山 口 県 １０ １７５ ４８ １０，０３８ ８ １４２ ５１ ０ ０ １ １５ ９ ８

３６ 徳 島 県 １８ １６２ ３５ １７，２９４ ８ １１７ ０ １ ３ ０ ０ ８ ０

３７ 香 川 県 １３ １３２ ４１ ４，９０６ ３ ７０ ９ ０ ０ １ １１ ４ １

３８ 愛 媛 県 ２３ １８６ ６０ ５，１４５ ２ ７１ ２９ ２ １０ １ ７ ８ ２１

３９ 高 知 県 ８３ ４６９ ２４１ ６０，５１６ ８ ７７ ９ ０ ０ ０ ０ １１ １２

４０ 福 岡 県 ２２ ２２４ ３０ ２２，７２６ １５ ４３０ ３１ ２ ９ １ １５ １８ ７

４１ 佐 賀 県 ９ ６０ １１ ２，２８７ ６ １２８ ０ ０ ０ １ １５ ５ ４

４２ 長 崎 県 １２ ３９３ ２５９ ８，８３６ １５ ２５２ ５８ １ ７ １ ２ １９ １０

４３ 熊 本 県 １０ １５３ ５４ ５，６５８ １１ ３５７ ０ ０ ０ ０ ０ １５ ０

４４ 大 分 県 １１ ７６ ９ ５，５５７ ４ ３６７ ０ ０ ０ １ １２ ３ ０

４５ 宮 崎 県 ２６ ３３０ ５０ １２，５０１ ６ １３０ ５２ ０ ０ ０ ０ ８ ７

４６ 鹿児島県 ３７ ４１９ ７７ １７，０５２ ２１ ３２９ ３２４ １ １０ ０ ０ ２２ ３７

４７ 沖 縄 県 １５ １３６ ２１ ３，４５０ １１ １７４ １０３ ０ ０ ０ ０ ９ ６

計 ２，３０５ ５７，５８７ ２９，２６４ ５，３３９，４７１ ７８３ ２１，１１７ ２，２９３ ９９ ７３３ ３１ ３９２ １，０８２ ６８３

－３９－



別表３ 平成１１年度防災週間中の総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊数値については、延べ数である。

都道府県
実 施
市町村数

参加団体数
参加人員

自 衛 隊 海上保
安 庁

県外消防 県外警察 参 加
航空機数

参 加
船 舶 数住民組織 隊 人員 本部 人数 本部 人員

１ 北 海 道 ３０ １，０８７ ６４７ ２１，２８２ １６ ５３９ ３６４ ０ ０ ０ ０ ２５ ４０

２ 青 森 県 １ ４２ ４ １４，０００ １１ ７７ ２ ０ ０ １ ５ ８ ０

３ 岩 手 県 ９ ２１３ ５３ ２４，３６０ ５ ７９ １００ ０ ０ ０ ０ １０ ４

４ 宮 城 県 １ １３０ ０ ４，０００ ４ ７９ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０

５ 秋 田 県 ２ ８６ ８ ７，９１９ ５ ５３ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０

６ 山 形 県 １１ １８９ ７１ ７，１７２ ３ ７８ ０ １ １ １ １０ ８ ０

７ 福 島 県 ５ １９９ １４２ ７，５７４ ９ ２５１ ０ １ ７ １ １０ ９ ０

８ 茨 城 県 ２ ６６ ３８ ２，８７２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

９ 栃 木 県 １ ３０ ５ １，１００ １ １３ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０

１０ 群 馬 県 ３ ９６ １５ ２，７８９ ４ ７４ ０ ０ ０ ０ ０ ９ ０

１１ 埼 玉 県 １９ ６０４ １８６ ３５，８９３ １３ ２０２ ０ ０ ０ ０ ０ ３４ ６

１２ 千 葉 県 ３６ １，２４１ ７２３ ７５，５３５ ２８ ２１１ ０ ０ ０ ０ ０ ２７ １

１３ 東 京 都 ３２ １，７６７ １，１０７ １９０，５３３ １３ ７２７ ９０ ４ １７ ２ ２３ ３６ ３８

１４ 神奈川県 ３２ １，６９３ １，２９６ １３９，９６３ ２６ ３０１ １３ ０ ０ ０ ０ ２２ ８

１５ 新 潟 県 ６ ３３９ １３６ ２０，２０５ ６ １２８ ８ ０ ０ ０ ０ １２ ０

１６ 富 山 県 １ ３７ ８ ３，７８５ ２ ２０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０

１７ 石 川 県 ４ ８１ ２３ １，４５２ ２ ３９ ４９ ０ ０ ０ ０ ４ １２

１８ 福 井 県 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

１９ 山 梨 県 １３１ ２，１４１ １，３７０ １５１，０８９ ９ ９７ ０ ０ ０ ０ ０ ７ ０

２０ 長 野 県 １３９ ４，７４１ １，８７０ ４０６，７１３ ７ １５４ ０ ０ ０ ０ ０ ８ ０

２１ 岐 阜 県 ２０ ３０６ １７９ ２５，０９７ ２ ４６ ０ ０ ０ ０ ０ ８ ０

２２ 静 岡 県 ９１ ８，３８７ ３，７２０ １，０９１，３８１ ３６ ３５７ ９５ ０ ０ ３ ５０ ４８ １８

２３ 愛 知 県 １０８ ２，５１７ １，１２２ ３４６，３３９ ２１ ３４８ ８１ １ ５ ０ ０ ２４ ７

２４ 三 重 県 ３６ ５１１ ２１２ ３１，１４１ ５ １２７ ２ ０ ０ ０ ０ ４ ２１

２５ 滋 賀 県 １３ ８２６ ５３６ ６７，６９３ ２３ １２４ ３ ０ ０ １ ２０ ６ １９

２６ 京 都 府 ８ ２２７ ８７ ２２，１１４ ６ １８７ ０ １ ６ １ ５ ９ ０

２７ 大 阪 府 ２４ ４３０ ７８ ３０，３９９ ２８ ２３２ ２７ ０ ０ ０ ０ １７ ４

２８ 兵 庫 県 ７６ ５６９ ３２５ ６８，２３８ ２１ ４６４ １９２ ０ ０ １ ７ ３１ ２１

２９ 奈 良 県 ２ ６６ １５ １，６２３ １ ２２ ０ ０ ０ １ ９ ２ ０

３０ 和歌山県 ２ ９１ １８ ８，５００ ２ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ０

３１ 鳥 取 県 １５ ２４１ ７０ ３７，１５１ ３ １０７ ５５ ０ ０ １ ５ ７ １８

３２ 島 根 県 １ ２５ ４ ２７ １ ２７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

３３ 岡 山 県 ６ １０５ １２ ６，２４３ ４ ５８ ２０ ０ ０ １ ９ ５ １

３４ 広 島 県 １ ６４ ８ １，３８５ １５ ２２２ ６４ ０ ０ ０ ０ ２４ １８

３５ 山 口 県 ５ １３３ ３３ ９，０３８ ８ １４２ ５１ ０ ０ １ １５ ９ ８

３６ 徳 島 県 ８ ８８ １３ ４，００４ ２ ３１ ０ １ ３ ０ ０ ４ ０

３７ 香 川 県 ７ ８５ １３ ２，４５３ ３ ７０ ９ ０ ０ １ １１ ４ １

３８ 愛 媛 県 １２ ７９ ７ １，６８４ １ ５１ ２４ ２ １０ １ ７ ５ １６

３９ 高 知 県 ５６ ２１９ １２６ ５２，５９８ １ １０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０

４０ 福 岡 県 ３ ２２ ４ ５８７ １ １２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

４１ 佐 賀 県 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

４２ 長 崎 県 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

４３ 熊 本 県 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

４４ 大 分 県 ３ ９ ２ ２，７９７ １ ５０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

４５ 宮 崎 県 １８ ２０８ ３２ ９，２０４ ０ ３ ２５ ０ ０ ０ ０ ０ ５

４６ 鹿児島県 ５ ５５ ２９ １，１２３ ２ ３０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

４７ 沖 縄 県 １３ ９１ １２ ２，６５０ ６ １２４ １０３ ０ ０ ０ ０ ８ ６

計 ９９８ ３０，１３６ １４，３５９ ２，９４１，７０５ ３５７ ５，９７１ １，３７７ １１ ４９ １７ １８６ ４４７ ２７２

－４０－



別表４ 平成１１年度「防災の日」の総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊数値については、延べ数である。

都道府県
実 施
市町村数

参加団体数
参加人員

自 衛 隊 海上保
安 庁

県外消防 県外警察 参 加
航空機数

参 加
船 舶 数住民組織 隊 人員 本部 人数 本部 人員

１ 北 海 道 １９ ９６０ ５９６ １７，９０９ １２ ４５５ ３６３ １９ ４０

２ 青 森 県

３ 岩 手 県

４ 宮 城 県 １ １３０ ０ ４，０００ ４ ７９ ４

５ 秋 田 県 １ ７２ ８ ７，７１９ ５ ５３ １

６ 山 形 県 ４ ６６ １８ ２，２４６ ３ ７８ １ １ １ １０ ４

７ 福 島 県 １ ７０ ２ ３，３３０ ６ ２０３ １ １０ ６

８ 茨 城 県 １ ２８ ２１ １，５４７

９ 栃 木 県

１０ 群 馬 県

１１ 埼 玉 県 ３ ２１０ ２６ １０，９４８ ８ １９１ １３ ６

１２ 千 葉 県 １８ ６１６ ３３８ ２１，１７５ １９ １４３ ２１ １

１３ 東 京 都 １８ ９５０ ４５３ １４７，５４２ ７ ６０９ ９０ ３ １２ ２ ２３ ３５ ３８

１４ 神奈川県 １３ ５０６ ３６１ ８８，８９２ １５ ２１９ １ １２

１５ 新 潟 県 １ １３３ １５ ６，９００ ４ ６６ ８ ７

１６ 富 山 県

１７ 石 川 県

１８ 福 井 県

１９ 山 梨 県 １０４ １，５５２ ８９７ １０３，９２８ ７ ８５ ５

２０ 長 野 県 ７４ ３，５８０ １，２４４ ２８９，０１７ ６ １４２ ７

２１ 岐 阜 県 １０ １１２ ３６ １４，３５８ １ ３０ ５

２２ 静 岡 県 ６７ ７，８５５ ３，３４８ １，０４０，３８１ ３３ ２３９ ９５ ３ ５０ ４２ １０

２３ 愛 知 県 ８８ １，２０９ ６２８ ８９，８００ １４ ２０７ ８１ １ ５ １５ ７

２４ 三 重 県 ２０ ３３６ １４３ ２０，０４１ ５ １２７ ４ ２１

２５ 滋 賀 県

２６ 京 都 府 １ ３２ ７ ２，５００ １ ５０ １ ６ ２

２７ 大 阪 府 ３ ６５ １９ ４，８００ １７ ５５ ７

２８ 兵 庫 県 ２７ ４２３ ２９９ ６３，６８０ １１ ２５１ １０８ １ ７ ７ １２

２９ 奈 良 県 １ ３１ １４ ８００

３０ 和歌山県

３１ 鳥 取 県 １ ５５ ５０ ３００

３２ 島 根 県 １ ２５ ４ ２７ １ ２７

３３ 岡 山 県 ２ ７１ ４ １，９５９ ４ ５８ ２０ １ ９ ４ １

３４ 広 島 県 １ ６４ ８ １，３８５ １５ ２２２ ６４ ２４ １８

３５ 山 口 県 １ ７５ １４ １，５４７ ８ １４２ ３１ １ １５ ８ ７

３６ 徳 島 県 ５ ６１ ７ ２，５８１ ２ ３１ １ ３ ４

３７ 香 川 県 ３ ６４ １２ ９４５ ３ ７０ ９ １ １１ ４ １

３８ 愛 媛 県 １０ ７２ ５ １，０００ １ ５１ ２４ ２ １０ １ ７ ５ １６

３９ 高 知 県 ５２ １６４ １００ ５０，０００ １ １０ １

４０ 福 岡 県 ３ ２２ ４ ５８７ １ １２

４１ 佐 賀 県

４２ 長 崎 県

４３ 熊 本 県

４４ 大 分 県 １ ５ １ ３５０ １ ５０

４５ 宮 崎 県 １２ １８０ ２６ ８，１２６ ３ ２５ ５

４６ 鹿児島県 ３ １６ １ ５２３ ２ ３０

４７ 沖 縄 県 １２ ７７ １０ ２，５００ ４ １１２ ９９ ８ ６

計 ５８２ １９，８８７ ８，７１９ ２，０１３，３４３ ２２１ ４，１００ １，０１８ ９ ３７ １２ １４２ ２７４ １８９

－４１－



別表５ 平成１１年度防災週間内「その他の日」の総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊数値については、延べ数である。

都道府県
実 施
市町村数

参加団体数
参加人員

自 衛 隊 海上保
安 庁

県外消防 県外警察 参 加
航空機数

参 加
船 舶 数住民組織 隊 人員 本部 人数 本部 人員

１ 北 海 道 １１ １２７ ５１ ３，３７３ ４ ８４ １ ６

２ 青 森 県 １ ４２ ４ １４，０００ １１ ７７ ２ １ ５ ８

３ 岩 手 県 ９ ２１３ ５３ ２４，３６０ ５ ７９ １００ １０ ４

４ 宮 城 県

５ 秋 田 県 １ １４ ２００

６ 山 形 県 ７ １２３ ５３ ４，９２６ ４

７ 福 島 県 ４ １２９ １４０ ４，２４４ ３ ４８ １ ７ ３

８ 茨 城 県 １ ３８ １７ １，３２５

９ 栃 木 県 １ ３０ ５ １，１００ １ １３ ２

１０ 群 馬 県 ３ ９６ １５ ２，７８９ ４ ７４ ９

１１ 埼 玉 県 １６ ３９４ １６０ ２４，９４５ ５ １１ ２１

１２ 千 葉 県 １８ ６２５ ３８５ ５４，３６０ ９ ６８ ６

１３ 東 京 都 １４ ８１７ ６５４ ４２，９９１ ６ １１８ １ ５ １

１４ 神奈川県 １９ １，１８７ ９３５ ５１，０７１ １１ ８２ １２ １０ ８

１５ 新 潟 県 ５ ２０６ １２１ １３，３０５ ２ ６２ ５

１６ 富 山 県 １ ３７ ８ ３，７８５ ２ ２０ １

１７ 石 川 県 ４ ８１ ２３ １，４５２ ２ ３９ ４９ ４ １２

１８ 福 井 県

１９ 山 梨 県 ２７ ５８９ ４７３ ４７，１６１ ２ １２ ２

２０ 長 野 県 ６５ １，１６１ ６２６ １１７，６９６ １ １２ １

２１ 岐 阜 県 １０ １９４ １４３ １０，７３９ １ １６ ３

２２ 静 岡 県 ２４ ５３２ ３７２ ５１，０００ ３ １１８ ６ ８

２３ 愛 知 県 ２０ １，３０８ ４９４ ２５６，５３９ ７ １４１ ９

２４ 三 重 県 １６ １７５ ６９ １１，１００ ２

２５ 滋 賀 県 １３ ８２６ ５３６ ６７，６９３ ２３ １２４ ３ １ ２０ ６ １９

２６ 京 都 府 ７ １９５ ８０ １９，６１４ ５ １３７ １ ５ ７

２７ 大 阪 府 ２１ ３６５ ５９ ２５，５９９ １１ １７７ ２７ １０ ４

２８ 兵 庫 県 ４９ １４６ ２６ ４，５５８ １０ ２１３ ８４ ２４ ９

２９ 奈 良 県 １ ３５ １ ８２３ １ ２２ １ ９ ２

３０ 和歌山県 ２ ９１ １８ ８，５００ ２ ５ ３

３１ 鳥 取 県 １４ １８６ ２０ ３６，８５１ ３ １０７ ５５ １ ５ ７ １８

３２ 島 根 県

３３ 岡 山 県 ４ ３４ ８ ４，２８４ １

３４ 広 島 県

３５ 山 口 県 ４ ５８ １９ ７，４９１ ２０ １ １

３６ 徳 島 県 ３ ２７ ６ １，４２３

３７ 香 川 県 ４ ２１ １ １，５０８

３８ 愛 媛 県 ２ ７ ２ ６８４

３９ 高 知 県 ４ ５５ ２６ ２，５９８ １

４０ 福 岡 県

４１ 佐 賀 県

４２ 長 崎 県

４３ 熊 本 県

４４ 大 分 県 ２ ４ １ ２，４４７

４５ 宮 崎 県 ６ ２８ ６ １，０７８

４６ 鹿児島県 ２ ３９ ２８ ６００

４７ 沖 縄 県 １ １４ ２ １５０ ２ １２ ４

計 ４１６ １０，２４９ ５，６４０ ９２８，３６２ １３６ １，８７１ ３５９ ２ １２ ５ ４４ １７３ ８３

－４２－



別表６ 平成１１年度防災週間以外の総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊数値については、延べ数である。

都道府県
実 施
市町村数

参加団体数
参加人員

自 衛 隊 海上保
安 庁

県外消防 県外警察 参 加
航空機数

参 加
船 舶 数住民組織 隊 人員 本部 人数 本部 人員

１ 北 海 道 ６８ ４３６ １５３ ２６，７１８ ４０ ６，１１０ ４３ ０ ０ ０ ０ ２５ １１

２ 青 森 県 ２０ ３３６ ８５ １７，６３４ ６ ６４ １ ０ ０ ０ ０ １１ ３１

３ 岩 手 県 １８ ２６８ １０５ ２７，９０８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ２

４ 宮 城 県 ５７ １，３３８ ５１５ ８１，４０２ １４ ２８３ ０ ０ ０ ０ ０ １３ １７０

５ 秋 田 県 ５４ ９４４ ２９８ １２９，８４７ ３ ５８ ２４ ０ ０ ０ ０ ６ ２

６ 山 形 県 ３５ ６１７ ３４６ ３２，１６７ ４ ３５ ２０ １ ９ ０ ０ ２５ ３

７ 福 島 県 ２０ １，００６ １１７ １４，４９９ ５ ７８ ０ ０ ０ ０ ０ １３ ０

８ 茨 城 県 ２５ ６９３ ３４３ ２１，１８９ ２０ １５９ ０ １ ５ ０ ０ ２８ ２

９ 栃 木 県 ９ １８６ ２５ ８，０１９ ６ ２２８ ０ ４ ２０ ０ ０ １３ ０

１０ 群 馬 県 ５ １６０ ５５ ４，５１８ ５ ６３ ０ ２ １０ ０ ０ ５ ０

１１ 埼 玉 県 ４３ １，６２２ ８４７ ７６，５４６ １９ ２８６ ０ ３ １２ ０ ０ ４３ ０

１２ 千 葉 県 ３４ ８９３ ４９９ ４３，８４７ ２１ ２０４ ０ ０ ０ ０ ０ １０ ２

１３ 東 京 都 ６６ ２，１１９ １，７７７ ９４，２２５ １７ ２，２３７ １４ ０ ０ ０ ０ ８ ６

１４ 神奈川県 ２４ ６７３ ３６６ ３２，４６１ １９ １９６ ２ １ ６ ０ ０ １０ ０

１５ 新 潟 県 ３５ ７９９ ４２１ ８０，４６９ １０ ２２０ ０ ２ １３ ０ ０ ２６ ４

１６ 富 山 県 １０ ２３４ ５５ ２６，４６５ ８ １４７ ４０ ２ １４ １ １０ １６ １２

１７ 石 川 県 １５ ３１２ １６２ ２１，７４７ ８ １１９ ７２ １ ５ ２ ２２ １５ １７

１８ 福 井 県 ２１ ２３８ ９３ １０，７４９ ３ ２５ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０

１９ 山 梨 県 ２１ ４６３ ３９２ ５１，８４４ ３ ５７ ０ ０ ０ ０ ０ ７ ０

２０ 長 野 県 ６２ ９６６ ９１５ １２８，５９７ ４ １３４ ０ ０ ０ ０ ０ ２０ ０

２１ 岐 阜 県 ５４ ８０９ ４２８ ６５，８０７ １５ ２０３ ０ ５ ２１ ０ ０ ３３ ０

２２ 静 岡 県 ９７ ４，３１０ ３，９５９ ９９５，９５７ ６ ７９ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０

２３ 愛 知 県 ６０ １，４９５ ７８３ ９９，４５７ １８ ２１６ ８ ０ ０ １ １５ ３４ ３

２４ 三 重 県 ９２ ４１６ ２１５ ６０，０８８ １ ３０ ３９ ０ ０ ０ ０ ７ ４

２５ 滋 賀 県 ２２ ３６１ ２０１ １５，２０６ ２ ４３ ０ ０ ０ ０ ０ ５ １

２６ 京 都 府 １０ ８７ １４ ９，８１１ ２ １５ ０ ０ ０ ０ ０ ６ ０

２７ 大 阪 府 ７０ １，８３７ １６９ ４９，３２７ ４１ １，０５５ １００ ５９ ５２５ ５ １００ ５９ ２２

２８ 兵 庫 県 ３０ ７３６ ３９０ ２１，８７２ ９ １３３ ４７ ０ ０ ０ ０ １４ ６

２９ 奈 良 県 ５ １８９ １４３ ２，６００ １ １２ ０ ２ ４ ０ ０ ２ ０

３０ 和歌山県 ２６ ３７８ １５５ １５，０６２ １７ ２３９ ２０ ０ ０ １ １５ ２５ ２１

３１ 鳥 取 県 ８ ２５６ １６１ ３３，２７２ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ４ ５

３２ 島 根 県 １５ ９３ １８ ２，６１７ １ ５０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０

３３ 岡 山 県 １１ ７１ ８ ２，０３５ １ ３６ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ０

３４ 広 島 県 ６ １８４ ２７ ３，９７６ ４ ２１１ ３０ １ １４ ０ ０ ２９ １０

３５ 山 口 県 ５ ４２ １５ １，０００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

３６ 徳 島 県 １０ ７４ ２２ １３，２９０ ６ ８６ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０

３７ 香 川 県 ６ ４７ ２８ ２，４５３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

３８ 愛 媛 県 １１ １０７ ５３ ３，４６１ １ ２０ ５ ０ ０ ０ ０ ３ ５

３９ 高 知 県 ２７ ２５０ １１５ ７，９１８ ７ ６７ ９ ０ ０ ０ ０ ９ １２

４０ 福 岡 県 １９ ２０２ ２６ ２２，１３９ １４ ４１８ ３１ ２ ９ １ １５ １８ ７

４１ 佐 賀 県 ９ ６０ １１ ２，２８７ ６ １２８ ０ ０ ０ １ １５ ５ ４

４２ 長 崎 県 １２ ３９３ ２５９ ８，８３６ １５ ２５２ ５８ １ ７ １ ２ １９ １０

４３ 熊 本 県 １０ １５３ ５４ ５，６５８ １１ ３５７ ０ ０ ０ ０ ０ １５ ０

４４ 大 分 県 ８ ６７ ７ ２，７６０ ３ ３１７ ０ ０ ０ １ １２ ３ ０

４５ 宮 崎 県 ８ １２２ １８ ３，２９７ ６ １２７ ２７ ０ ０ ０ ０ ８ ２

４６ 鹿児島県 ３２ ３６４ ４８ １５，９２９ １９ ２９９ ３２４ １ １０ ０ ０ ２２ ３７

４７ 沖 縄 県 ２ ４５ ９ ８００ ５ ５０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０

計 １，３０７ ２７，４５１ １４，９０５ ２，３９７，７６６ ４２６ １５，１４６ ９１６ ８８ ６８４ １４ ２０６ ６３５ ４１１

－４３－



別表７ 平成１１年度防災週間以外９／１５までの総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊数値については、延べ数である。

都道府県
実 施
市町村数

参加団体数
参加人員

自 衛 隊 海上保
安 庁

県外消防 県外警察 参 加
航空機数

参 加
船 舶 数住民組織 隊 人員 本部 人数 本部 人員

１ 北 海 道 ３９ ２３０ ７５ １３，１７５ ２８ ５，２４２ ２５ １７ ５

２ 青 森 県 １３ ２７１ ７３ １２，８２０ ５ ６４ １ １０ ３０

３ 岩 手 県 ６ １５９ ５６ １７，５５８ １ ２

４ 宮 城 県 ５６ １，３３０ ５１３ ８１，２２２ １４ ２８３ １３ １７０

５ 秋 田 県 ４３ ８５５ ２５１ １１７，０３２ ３ ５８ ２４ ６ ２

６ 山 形 県 １１ ２６９ ２００ １４，８０１ ３ ２５ １０

７ 福 島 県 ８ １７２ ３１ ６，５８５ ３ ３５ ５

８ 茨 城 県 １１ ４３７ ２２３ １１，０８６ １６ １２１ １ ５ ２３ ２

９ 栃 木 県 ２ ７７ １０ ３，４５０ ２ １６１ ４ ２０ ７

１０ 群 馬 県 ４ １４５ ４４ ４，１１８ ５ ６３ ２ １０ ５

１１ 埼 玉 県 ３７ １，５５０ ８１９ ７１，２２６ １８ ２８１ ２ １１ ４０

１２ 千 葉 県 １６ ６６７ ４１３ ３１，５５２ １５ １２７ ８ ２

１３ 東 京 都 ４０ １，７２２ １，４００ ８１，２０５ １２ ２，１７２ ５

１４ 神奈川県 ２２ ６７３ ３６６ ３２，４６１ １９ １９６ ２ １ ６ １０

１５ 新 潟 県 １１ ２３４ ８８ ５５，４６７ ５ ８０ １ ８ １１ ２

１６ 富 山 県 ３ ９８ ２２ １７，９１６ ６ １１７ ３０ ２ １４ １ １０ １２ １２

１７ 石 川 県 ８ １３６ ８１ １１，２１１ ６

１８ 福 井 県 １２ １６５ ６１ ７，３３７ ２ １５ ３

１９ 山 梨 県 １９ ４３９ ３８６ ５０，９７０ ２ ４２ ７

２０ 長 野 県 ４７ ８２４ ８７２ １１８，３３１ ３ １１６ １９

２１ 岐 阜 県 ３０ ６４３ ３９１ ５０，９０７ １１ ９９ ５ ２１ ２０

２２ 静 岡 県 ２３ ５４３ ４７５ ５９，４２３ ３ １９ ２

２３ 愛 知 県 ４９ １，２８８ ６５４ ８８，７４６ １６ ２０６ ８ １ １５ ３３ ３

２４ 三 重 県 １５ ２８２ １６６ ４５，６４３ ３９ ２ ４

２５ 滋 賀 県 １４ ２７４ １４５ １２，９７２ １ ４０ ４ １

２６ 京 都 府 ３ ４６ ９ ３，１８１ １ １５ １

２７ 大 阪 府 １５ ２４７ ４４ １２，５４５ １３ ２１７ １５

２８ 兵 庫 県 ６ ２３３ １４３ ９，６３２ ３ ４６ ５ ３

２９ 奈 良 県 ４ １７４ １３８ ２，１００ １ １２ ２ ４ ２

３０ 和歌山県 １１ １７６ ４０ ５，８８５ １３ ２０９ ２０ １ １５ ２０ ２１

３１ 鳥 取 県 ４ ２２５ １５０ ３１，７１２ ２ ３ ５

３２ 島 根 県 １４ ９３ １８ ２，６１７ １ ５０ ４

３３ 岡 山 県 ８ ６０ ６ ９１５ １ ３６ ３

３４ 広 島 県 ４ １０３ ２２ １，６３１ ３ １４５ ３０ ７ １０

３５ 山 口 県

３６ 徳 島 県 ９ ７３ ２１ １２，８９０ ６ ８６ ４

３７ 香 川 県 ３ １３ ８７３

３８ 愛 媛 県 ３ ３２ ４ １，７６１ １ ２０ ２ １

３９ 高 知 県 １９ １３２ ４５ ５，１１１ ６ ４９ ９ ７ ６

４０ 福 岡 県 １９ ２０２ ２６ ２２，１３９ １４ ４１８ ３１ ２ ９ １ １５ １８ ７

４１ 佐 賀 県 ８ ４３ ７ １，２８７ ５ １２８ １ １５ ５ ４

４２ 長 崎 県 ８ ３４３ ２１４ ７，０７１ １４ ２１２ ５８ １ ７ １ ２ １７ １０

４３ 熊 本 県 ９ １４４ ５３ ４，９５８ １１ ３５７ １５

４４ 大 分 県 ４ ５３ ４ １，６３７ ２ ２１７ １ １２ ３

４５ 宮 崎 県 ５ １０５ １３ ２，８９８ ６ １２７ ２７ ８ ２

４６ 鹿児島県 ２１ ２０６ ２５ ７，０６０ １０ １５９ １２７ １ １０ １２ ５

４７ 沖 縄 県

計 ７１６ １６，１８６ ８，７９７ １，１５５，１１７ ３０３ １２，０６５ ４３３ ２４ １２５ ７ ８４ ４３０ ３０９

－４４－



別表８ 平成１１年度防災週間以外９／１６以降に計画している総合防災訓練実施状況（都道府県別）

＊ 数値については、延べ数である。
＊＊未定

都道府県
実 施
市町村数

参加団体数
参加人員

自 衛 隊 海上保
安 庁

県外消防 県外警察 参 加
航空機数

参 加
船 舶 数住民組織 隊 人員 本部 人数 本部 人員

１ 北 海 道 ２９ ２０６ ７８ １３，５４３ １２ ８６８ １８ ８ ６

２ 青 森 県 ７ ６５ １２ ４，８１４ １ ** ** １ １

３ 岩 手 県 １２ １０９ ４９ １０，３５０

４ 宮 城 県 １ ８ ２ １８０

５ 秋 田 県 １１ ８９ ４７ １２，８１５

６ 山 形 県 ２４ ３４８ １４６ １７，３６６ １ １０ ２０ １ ９ １５ ３

７ 福 島 県 １２ ８３４ ８６ ７，９１４ ２ ４３ ８

８ 茨 城 県 １４ ２５６ １２０ １０，１０３ ４ ３８ ５

９ 栃 木 県 ７ １０９ １５ ４，５６９ ４ ６７ ６

１０ 群 馬 県 １ １５ １１ ４００

１１ 埼 玉 県 ６ ７２ ２８ ５，３２０ １ ５ １ １ ３

１２ 千 葉 県 １８ ２２６ ８６ １２，２９５ ６ ７７ ２

１３ 東 京 都 ２６ ３９７ ３７７ １３，０２０ ５ ６５ １４ ３ ６

１４ 神奈川県 ２ ** ** **

１５ 新 潟 県 ２４ ５６５ ３３３ ２５，００２ ５ １４０ １ ５ １５ ２

１６ 富 山 県 ７ １３６ ３３ ８，５４９ ２ ３０ １０ ４

１７ 石 川 県 ７ １７６ ８１ １０，５３６ ８ １１９ ７２ １ ５ ２ ２２ ９ １７

１８ 福 井 県 ９ ７３ ３２ ３，４１２ １ １０ １

１９ 山 梨 県 ２ ２４ ６ ８７４ １ １５ ** ** ** **

２０ 長 野 県 １５ １４２ ４３ １０，２６６ １ １８ １

２１ 岐 阜 県 ２４ １６６ ３７ １４，９００ ４ １０４ １３

２２ 静 岡 県 ７４ ３，７６７ ３，４８４ ９３６，５３４ ３ ６０ ２

２３ 愛 知 県 １１ ２０７ １２９ １０，７１１ ２ １０ １

２４ 三 重 県 ７７ １３４ ４９ １４，４４５ １ ３０ ５

２５ 滋 賀 県 ８ ８７ ５６ ２，２３４ １ ３ １

２６ 京 都 府 ７ ４１ ５ ６，６３０ １ ５

２７ 大 阪 府 ５５ １，５９０ １２５ ３６，７８２ ２８ ８３８ １００ ５９ ５２５ ５ １００ ４４ ２２

２８ 兵 庫 県 ２４ ５０３ ２４７ １２，２４０ ６ ８７ ４７ ９ ３

２９ 奈 良 県 １ １５ ５ ５００

３０ 和歌山県 １５ ２０２ １１５ ９，１７７ ４ ３０ ５

３１ 鳥 取 県 ４ ３１ １１ １，５６０ １

３２ 島 根 県 １ ** ** ** **

３３ 岡 山 県 ３ １１ ２ １，１２０

３４ 広 島 県 ２ ８１ ５ ２，３４５ １ ６６ １ １４ ２２

３５ 山 口 県 ５ ４２ １５ １，０００

３６ 徳 島 県 １ １ １ ４００

３７ 香 川 県 ３ ３４ ２８ １，５８０

３８ 愛 媛 県 ８ ７５ ４９ １，７００ ５ １ ４

３９ 高 知 県 ８ １１８ ７０ ２，８０７ １ １８ ２ ６

４０ 福 岡 県

４１ 佐 賀 県 １ １７ ４ １，０００ １ **

４２ 長 崎 県 ４ ５０ ４５ １，７６５ １ ４０ ２

４３ 熊 本 県 １ ９ １ ７００

４４ 大 分 県 ４ １４ ３ １，１２３ １ １００

４５ 宮 崎 県 ３ １７ ５ ３９９

４６ 鹿児島県 １１ １５８ ２３ ８，８６９ ９ １４０ １９７ １０ ３２

４７ 沖 縄 県 ２ ４５ ９ ８００ ５ ５０ １

計 ５９１ １１，２６５ ６，１０８ １，２４２，６４９ １２３ ３，０８１ ４８３ ６４ ５５９ ７ １２２ ２０５ １０２

－４５－



別表９ 南関東、東海地域における平成１１年度総合防災訓練実施状況（平成１１年９月１５日現在調査）

＊ 数値については、延べ数である。
＊＊ 未定
＊＊＊ 千葉市、川崎市、横浜市を含む。

都県及び
政令市

防災週間中 防災週間以外
合計

防災の日 その他の日 小計 実施済み 計画中 小計

茨 城 県
市町村数 １ １ ２ １１ １４ ２５ ２７
団体数 ２８ ３８ ６６ ４３７ ２５６ ６９３ ７５９
参加人員 １，５４７ １，３２５ ２，８７２ １１，０８６ １０，１０３ ２１，１８９ ２４，０６１

栃 木 県
市町村数 ０ １ １ ２ ７ ９ １０
団体数 ０ ３０ ３０ ７７ １０９ １８６ ２１６
参加人員 ０ １，１００ １，１００ ３，４５０ ４，５６９ ８，０１９ ９，１１９

群 馬 県
市町村数 ０ ３ ３ ４ １ ５ ８
団体数 ０ ９６ ９６ １４５ １５ １６０ ２５６
参加人員 ０ ２，７８９ ２，７８９ ４，１１８ ４００ ４，５１８ ７，３０７

埼 玉 県
市町村数 ３ １６ １９ ３７ ６ ４３ ６２
団体数 ２１０ ３９４ ６０４ １，５５０ ７２ １，６２２ ２，２２６
参加人員 １０，９４８ ２４，９４５ ３５，８９３ ７１，２２６ ５，３２０ ７６，５４６ １１２，４３９

千 葉 県
市町村数 １８ １８ ３６ １６ １８ ３４ ７０
団体数 ６１６ ６２５ １，２４１ ６６７ ２２６ ８９３ ２，１３４
参加人員 ２１，１７５ ５４，３６０ ７５，５３５ ３１，５５２ １２，２９５ ４３，８４７ １１９，３８２

東 京 都
市町村数 １８ １４ ３２ ４０ ２６ ６６ ９８
団体数 ９５０ ８１７ １，７６７ １，７２２ ３９７ ２，１１９ ３，８８６
参加人員 １４７，５４２ ４２，９９１ １９０，５３３ ８１，２０５ １３，０２０ ９４，２２５ ２８４，７５８

神奈川県
市町村数 １３ １９ ３２ ２２ ２ ２４ ５６
団体数 ５０６ １，１８７ １，６９３ ６７３ ０ ６７３ ２，３６６
参加人員 ８８，８９２ ５１，０７１ １３９，９６３ ３２，４６１ ０ ３２，４６１ １７２，４２４

山 梨 県
市町村数 １０４ ２７ １３１ １９ ２ ２１ １５２
団体数 １，５５２ ５８９ ２，１４１ ４３９ ２４ ４６３ ２，６０４
参加人員 １０３，９２８ ４７，１６１ １５１，０８９ ５０，９７０ ８７４ ５１，８４４ ２０２，９３３

長 野 県
市町村数 ７４ ６５ １３９ ４７ １５ ６２ ２０１
団体数 ３，５８０ １，１６１ ４，７４１ ８２４ １４２ ９６６ ５，７０７
参加人員 ２８９，０１７ １１７，６９６ ４０６，７１３ １１８，３３１ １０，２６６ １２８，５９７ ５３５，３１０

岐 阜 県
市町村数 １０ １０ ２０ ３０ ２４ ５４ ７４
団体数 １１２ １９４ ３０６ ６４３ １６６ ８０９ １，１１５
参加人員 １４，３５８ １０，７３９ ２５，０９７ ５０，９０７ １４，９００ ６５，８０７ ９０，９０４

静 岡 県
市町村数 ６７ ２４ ９１ ２３ ７４ ９７ １８８
団体数 ７，８５５ ５３２ ８，３８７ ５４３ ３，７６７ ４，３１０ １２，６９７
参加人員 １，０４０，３８１ ５１，０００ １，０９１，３８１ ５９，４２３ ９３６，５３４ ９９５，９５７ ２，０８７，３３８

愛 知 県
市町村数 ８８ ２０ １０８ ４９ １１ ６０ １６８
団体数 １，２０９ １，３０８ ２，５１７ １，２８８ ２０７ １，４９５ ４，０１２
参加人員 ８９，８００ ２５６，５３９ ３４６，３３９ ８８，７４６ １０，７１１ ９９，４５７ ４４５，７９６

三 重 県
市町村数 ２０ １６ ３６ １５ ７７ ９２ １２８
団体数 ３３６ １７５ ５１１ ２８２ １３４ ４１６ ９２７
参加人員 ２０，０４１ １１，１００ ３１，１４１ ４５，６４３ １４，４４５ ６０，０８８ ９１，２２９

千 葉 市
市町村数 １ ０ １ ０ ０ ０ １
団体数 ２４７ ０ ２４７ ０ ０ ０ ２４７
参加人員 ５，２７１ ０ ５，２７１ ０ ０ ０ ５，２７１

川 崎 市
市町村数 １ ４ ５ ３ １ ４ ９
団体数 １４０ ５３ １９３ １６ ５ ２１ ２１４
参加人員 ３，０００ ２，７９４ ５，７９４ １，１４９ ３２０ １，４６９ ７，２６３

横 浜 市
市町村数 １ ０ １ ０ ０ ０ １
団体数 ４８ ０ ４８ ０ ０ ０ ４８
参加人員 ３，２８５ ０ ３，２８５ ０ ０ ０ ３，２８５

合 計
市町村数 ＊＊＊ ４１６ ２３４ ６５０ ３１５ ２７７ ５９２ １，２４２
団体数 １６，９５４ ７，１４６ ２４，１００ ９，２９０ ５，５１５ １４，８０５ ３８，９０５
参加人員 １，８２７，６２９ ６７２，８１６ ２，５００，４４５ ６４９，１１８ １，０３３，４３７ １，６８２，５５５ ４，１８３，０００
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大隅曽於地区消防組合は、鹿児島県大隅半島

の東部に位置し、東は宮崎県、西は大隅肝属地

区消防組合、垂水市及び国分地区消防組合に隣

接し、南には志布志湾をひかえ、北は霧島連山

につながる面積８７１平方キロメートル、南北４０

キロメートル、東西３５キロメートルにおよぶ地

形であります。また、中央部に国道２６９号線が

南北に走り、南部の海岸線沿いに国道２２０号線、

北部の財部、末吉境に国道１０号線が東西にのび

ております。

管轄区域は、鹿児島県曽於郡の大隅町、輝北

町、財部町、末吉町、松山町、志布志町、有明

町及び大崎町の８か町で構成され、人口１０万４

千人、４万１千世帯にのぼります。なお肥沃な

土地を利用して、米作り・畜産・園芸などの農

業経営が盛んに行われております。

今後、東九州自動車道や志布志港の整備によ

り、南に面した玄関口、南九州の物流拠点基地

として、ますます発展していくものと期待され

ます。

さらに、当地域の各構成町には、海、山、川

の豊かな自然を活かしたキャンプ場や温泉施設

等が整備され、交流と安らぎを与えております。

消防組合は、昭和５２年４月に消防事務の一部

事務組合として発足し１本部・２署・２分署の

常備消防体制を構築しますとともに、発足以来

組織、装備等を順次整備してまいりました。

そこで、このような状況を踏まえ各般の施策

を強力に推進していくため、目標年次を１０か年

とする「総合整備計画」を平成７年１１月に策定

し、合わせて、職員定数につきましても、平成

１３年度までに１０８名体制を目指し、さらに一人

ひとりの資質・能力を高めてまいりたいと思い

ます。

消防通信施設につきましても平成１１年４月に

は、旧来の消防通信システムを一局集中します

とともに、通信指令室の新築及び最新のコンピ

ューター技術を駆使した消防緊急通信指令シス

テムの導入を図りまして、災害地点の決定が迅

速・正確に行えるようになり、出動までの時間

が飛躍的に短縮できるように取り組んでまいり

ました。

また、消防無線中継施設の設置による無線不

感地帯の解消及び防災無線等集中制ぎょ装置の

導入による管内のそれぞれの町で非常時の情報

伝達手段の異なる防災行政無線・有線放送・オ

フトーク放送の装置を一括集中制ぎょし、消防

団招集等の非常放送をはじめ管内のすべての住

民への緊急時の放送が迅速かつ確実に行えるよ

うに進めてまいりました。さらに、聴覚障害者

の方々の１１９番に代わる緊急連絡用として他の

用途には使用しない専用回線を設置し、「ヘル

プファックス」として運用することなどや住民

の高齢化の顕著な進展に伴う一人暮らしのお年

寄りの方々をはじめとするいわゆる災害弱者と

いわれる方々から受け付ける「緊急通報システ

ム」のセンター設備も導入するなど「消防福

祉」の面からも住民の期待に応えられるよう努

めてまいりました。

すなわち、今日の消防は、これまでとは異な

った新しい時代環境の中の変化に十分対応すべ

く消防・救急業務において、質の高い行政執行

のもと住民生活の安全の確保に向け、さらに消

防がその使命を十分に果たすよう着実に整備を

進めているところであります。

ところで、当地区は南九州特有のシラス台地

であるとともに、集中豪雨や台風の常襲地帯で

もあることから、がけ崩れや倒壊家屋による生

北から南から ◆各地の消防だより

「災害救助犬の出動に関する協定」の締結

大隅曽於地区消防組合 消防長 上野 淳一

－４７－



き埋め事故等の災害発生の可能性が高い地域性

を有しております。

このようなことから、私ども消防組合は、今

般、管内に発足した「大隅災害救助犬クラブ」

と災害時の人命救助に災害救助犬を有効に活用

しようと「災害救助犬の出動に関する協定」を

締結いたしました。

災害救助犬は、阪神・淡路大震災、鹿児島県

出水市の土砂災害、本年発生したトルコ地震及

び台湾大地震等におきまして第一線で活躍して

いるところがテレビ等で頻繁に報道されている

ところであります。

犬は、人間の数千倍から数万倍ともいわれる

嗅覚や優れた聴覚など驚くべき能力を有してい

るといわれております。この能力を活かし、地

雷や土砂災害時の人命検索活動が必要な災害に

おいて、生存者を発見するために専門的に訓練

された犬を災害救助犬といい、倒壊した建物や

土砂災害現場での喧騒のなかでも集中して人命

検索ができ、足跡やその他の痕跡のない不特定

多数のにおいが存在する状況でも生存者を発見

できるよう訓練されております。

災害時に、災害救助犬と指導手がチームとな

って人命検索に当たる訳ですが、今回この指導

手の方々が災害時の専門的ボランティアとして

協定に応じてくださいました。

消防組合としても、この協定締結を期に、「地

域住民が安全で安心して住める豊かな町づく

り」を推進できるよう、より充実した防災体制

を目指してまいります。

明治１３年、当時の内務省警視局に消防本部が

設けられ、わが国に初めて公設消防の制度が発

足し、常備消防と消防組と呼ばれた現在の消防

団に相当する義勇消防という、二本立ての消防

制度が確立されてから１１０余年の歳月が流れ、

わが国の近代国家としての歩みとともに消防力

の整備拡充が図られてきました。その間、画期

的な改革が行われたのは昭和２３年の消防組織法

及び消防法の施行であります。この改革により

消防は警察から分離独立して、市町村が管理す

る「自治体消防」として新しく生まれ変わった

のであります。

消防記念日は、消防組織法施行２周年を迎え

た昭和２５年に設定されました。その趣旨は広く

消防関係職員及び住民の方々に「自らの地域を

自らの手で火災その他の災害から守る」という

ことへの理解と認識を深めていただこうという

ものです。

消防の任務は、消防組織法第１条に、「国民

の生命、身体及び財産の火災からの保護」とう

たわれています。これは言い換えると、火災に

対して予防、警戒、鎮圧、救護等あらゆる方法

により国民の生命、身体及び財産を守ること、

というこであります。

従来の消防の任務が火災の鎮圧にあったのに

対し、「自治体消防」は火災を起こさないため

の予防、そして警戒、さらに救護と火災におけ

る多くの責任を担うこととなったのであります。

☆３月７日は消防記念日

（総 務 課）
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なお、昭和３７年に災害対策基本法が制定され

たのにともない、昭和３８年消防組織法も一部改

正され、消防の任務に、「水火災又は地震等の

災害の防除」が、新たに加えられました。

火災を予防し災害から身を守るためには、家

庭、職場を問わず、住民一人ひとりが、日頃か

ら、出火防止や、火災や災害が発生した場合の

初期消火、消防機関への通報、早期避難など正

しい防火・防災についての知識を身につけてお

くことが大切です。

少年消防クラブは、子供の頃から火災予防に

関する知識などを身につけることにより、学校

や家庭などにおいて防火・防災意識を高めるこ

とを目的とする組織で、おおむね１０歳から１５歳

までの少年少女の皆さんにより構成されていま

す。

平成１１年５月１日現在、全国で約６，１００団体、

約４９万人のクラブ員が活動しています。クラブ

の活動内容は、地域によって多少異なっていま

すが、その主な活動内容は次のとおりです。

○講習会等への参加

防火・防災講習会や救急教室などに参加し、

火災のメカニズム、火災予防や初期消火の方

法、怪我をしたときの応急手当などを体験し

たり学習したりしています。

また、夏休みなどを利用して、消防学校に

体験入校するなどして、ロープを使った救助

訓練、消防車への試乗、炊飯訓練などを行っ

ています。

○研究会記録等の配布

防火・防災に関する研究発表会等を行い、

その記録を印刷して、その都度、各家庭に配

付し、火災予防や防火思想の普及に効果をあ

げています。

○ 弁論大会

クラブ員による防火・防災弁論大会を行い、

防火・防災思想の啓発に効果をあげています。

○ 火災予防運動への参加

火災予防運動期間中に、クラブ員が分担し

て各種の資料を集め、これらに基づき図表や

図画等を作り「こども防災展」等を開催した

り、クラブ員の作ったポスター等を町の商店

街等に展示するなど、火災予防運動に参加し

ています。

○ 防火パトロールの実施

年末を中心に地域の住民の方々に火災予防

を呼びかけるための夜間防火パトロールを行

っています。

このような防火・防災に関する啓発活動のほ

か、レクリエーション活動やボランティア活動

等が主な活動内容となっています。

以上のような活動を通じて、体験したことや

学習したことが、家庭での火災予防、ひいては

地域における防火・防災思想の普及に大きな成

果をあげています。

平成１０年中は、全国で一日に約１４９件の火災

が発生し、一年間に約２千人もの方々が亡くな

っています。また、我が国は台風をはじめとす

る自然災害により、毎年大きな被害がもたらさ

れております。このような火災や自然災害から

身を守るためには、地域の一人ひとりが「自分

で守る、みんなで守る」という普段からの心構

えが何よりも大切であり、次代を担う少年消防

クラブの皆さんの活動は、今後さらに重要なも

のとなっています。

火災や災害のない安全なまちづくりのために

は、一人でも多くの子供達がこれらの活動に積

極的に参加していただきたいものです。

☆少年消防クラブ活動への理解と参加の呼びかけ

（防 災 課）
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春の行楽シーズンの到来とともに、屋外での

活動が増えてきます。しかし、この時期は降水

量が少なく、空気が乾燥し、強風が吹くなどの

林野火災が発生しやすい気候条件となることが

多く、火災発生の増加が懸念されます。平成１０

年中の林野火災の出火件数は１，９１３件で、月別

にみるとその発生時期は地域によって必ずしも

一定していませんが、全林野火災の４３．１％に当

たる８２５件が３、４月の春に発生しています。

また、主な原因別にみると、たき火が５０４件

（２６．３％），たばこが２９６件（１５．５％）、火入れ

が２１０件（１１．０％）の順となっています。これ

は、春になって暖かくなり山などに出かける人

が多くなり、山でのたき火による火の粉の飛び

火、たばこの投げ捨て、マッチ・ライターでの

火あそびなどによるものです。このような火災

を少しでもなくすためには、レジャーを楽しむ

一人ひとりが注意することが必要です。

◎ 春の行楽期を楽しいものにするために、次

の事項を守ってください。

１ たき火をする際は近くに水のはいったバ

ケツなどを用意し、万一、火が拡大した際

にすぐに消火できるようにしておく。

２ たばこは灰皿などがあるところで吸い、

投げ捨てなどは絶対にしない。

３ 紙屑などのゴミ類は火災発生の原因、延

焼拡大の原因となるため各自のゴミはきち

んと持ち帰る。

また、行楽期は家族旅行等で旅館・ホテルな

どの宿泊施設を利用する人が多くなり、それに

伴い、宿泊施設での火災の発生が増え、火災が

発生した場合の危険性も高くなります。そのう

え、いったん発生すると多数の死者を生じる大

惨事にもなりかねません。旅館・ホテル等の関

係者の方は、火災を起こさないような予防対策

を講じることはもちろんですが、宿泊者の皆様

も寝たばこなどにより火災を起こさないように

気をつけ、万一火災が起きた際の避難経路の確

認など施設を利用する上での注意をよく守って

下さい。

◎ 旅館・ホテル等を利用される宿泊者の方は、

次の事項に注意して下さい。

１ 避難経路の確認

旅館・ホテル等で火災が発生した場合、

宿泊者が施設に不案内なため避難経路が分

からず、逃げ場を失って犠牲となる事例が

多くあります。宿泊室から２方向以上の避

難経路を実際に歩くなどして確認するとと

もに、非常用の懐中電灯や避難器具等の確

認もしておきましょう。

２ たばこの処理

寝たばこや吸い殻の投げ捨てなどの宿泊

客のたばこの不始末によって多くの火災が

発生しています。寝たばこは絶対にしない

のはもちろんのこと、たばこは所定の喫煙

場所で吸うよう心がけるとともに、吸い殻

の始末をきちんと行い、マナーを守った喫

煙を心がけましょう。

３ 「適マーク」について

旅館・ホテル等で玄関やフロントに表示

してある「適マーク」は、その施設が防火

管理等、消防用設備等及び建築構造等にお

いて一定の防火基準に適合していることを

表示するマークです。もちろん、「適マー

ク」が表示された施設では絶対火災などが

発生しないということではありませんが、

建物、施設の防火安全の目安となるマーク

ですので、旅館・ホテル等を選ぶときには

「適マーク」を目安の一つとして下さい。

これらのことを守り、レジャーを楽しむ人が

各自で防火に関する正しい知識を持ち、火災の

ない行楽期にしたいものです。

☆春の行楽期における火災の被害防止

（予 防 課）
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「防火管理」とは、ソフト面における火災予
防の充実を図り、火災が発生した場合に人命の
安全確保、火災の拡大の防止を図るもので、消
防法第８条に規定されています。消防法で定め
る収容人員が一定以上の防火対象物（学校、病
院、工場、事業所、興行場、百貨店、複合用途
対象物、その他多数の者が出入し、勤務し、又
は居住する建築物）の管理について権原を有す
る者は、政令で定める資格を有する者のうちか
ら防火管理者を選任し、所轄消防長又は消防署
長に届出ることが義務づけられています。
また、防火管理者は防火管理講習を修了した
者など、一定の資格を有する者のうち、管理的
又は監督的な地位にある者でなければなりませ
ん。これは、防火管理者の職務は、火災及び消
防に関し高度な知識を必要とし、防火対象物に
おいて防火管理上必要な業務を適切に遂行しな
ければならないからです。
高層建築物や地下街等で管理権原が分かれて
いる場合は、火災が発生した際の混乱と惨事を
防ぐため、相互の連絡協力と建物全体としての
防火管理が不可欠であることから、各管理権原
者があらかじめ防火管理上必要な事項を協議し、
共同で一体的な防火管理を実施することの必要
性が消防法第８条の２に規定されています。
《防火管理者が行う防火管理業務》

○ 消防計画の作成
○ 消火・通報・避難訓練の実施
○ 消防用設備等の点検及び整備
○ 火気の使用又は取扱いに関する監督
○ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維
持管理
○ 収容人員の管理
○ その他防火管理上必要な業務
防火管理者が適正な防火管理業務を行うため
に最初に行わなければならないことは、消防計
画の作成であり、消防計画に基づいて防火管理
上必要な業務を実施します。
《消防計画に定める事項》

○ 自衛消防の組織に関すること
○ 防火対象物についての火災予防上の自主
検査に関すること
○ 消防用設備等の点検及び整備に関するこ
と
○ 避難通路、避難口、安全区画、排煙又は
防煙区画その他避難施設の維持管理及びそ
の案内に関すること
○ 防火壁、内装その他の防火管理上の構造
の維持管理に関すること
○ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関
すること
○ 防火上必要な教育に関すること
○ 消火、通報及び避難の訓練に関すること
○ 火災、地震その他の災害が発生した場合
における消火活動、通報連絡及び避難誘導
に関すること
○ 防火管理について消防機関との連絡に関
すること
○ 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの
工事中の防火対象物における防火管理者又
はその補助者の立会いその他火気使用又は
取扱いの監督に関すること
○ その他防火対象物における防火管理に関
し必要な事項
平成１１年３月３１日現在において、法令により
防火管理体制を確立し防火管理者を選任しなけ
ればならない防火対象物のうち、防火管理者を
選任しその旨を消防機関に届け出ているものは
７３．７％、消防計画を作成し消防機関に届け出て
いるものは６４．１％となっています。火災の予防
を効果的に行い、火災が発生した際の被害を最
小限にとどめるためには、実態に即した防火管
理体制を確立し、充実した防火管理を行うこと
が必要です。防火対象物における防火安全対策
について消防機関にすべて依存することなく、
自らが火災を防ぎ、また、万が一火災が発生し
たときには消防機関への通報、避難誘導、初期
消火等を行うよう心がけましょう。

☆防火管理の充実

（予 防 課）
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ヘリコプターによる空中消火実験について

消防研究所では、ヘリコプターによる空中消
火の市街地火災時における延焼阻止効果を検討
するため、平成１１年１１月２４日�及び２６日�の両
日、大分県大分市の６号埋立地（大分市大字青
崎１１番地）において、防衛庁、大分県、大分市
（大分市消防局）、長崎県、愛媛県及び福岡市
（福岡市消防局）の協力を得て、ヘリコプター
による空中消火実験を行いました。
１日目（２４日）は、第１実験として、大分県
防災航空隊、長崎県防災航空隊、愛媛県消防防
災航空隊及び福岡市消防局航空隊の保有する４
機の消防・防災ヘリコプターにより、模型の街
区火災に対して水を投下し、延焼方向別の火災
抑止効果についての実験を行いました。
２日目（２６日）は、陸上自衛隊の保有する３
機の大型ヘリコプターにより、第２実験として、
大量の水を投下した場合のダウンウォッシュの
強さ及び落下衝撃度の計測、第３実験として、
模型の建物火災（模擬家屋７棟）に対して大量
の水を投下し、大型ヘリコプターによるダウン
ウォッシュ及び火災抑止効果についての実験を
行いました。
関係機関等の多大なるご支援・ご協力により、
予定した実験を無事終了することができました。
改めて、関係の皆様方に対し、厚くお礼申し上
げます。消防研究所では、これらの実験により
得られた貴重なデータ等により、市街地火災時
の空中消火による延焼阻止効果に関する研究を、
鋭意進めてまいりたいと考えております。

（消防研究所）

��������������� 最 近 の 行 事 か ら ���������������

－５２－



国際緊急援助活動に係る消防庁長官表彰及び感謝状贈呈について

消防庁では、台湾で発生した地震災害に際し、国際消防救助隊として同国に派遣され功労のあった
国際消防救助隊員に対する表彰並びに消防庁長官の要請に基づき隊員を派遣された消防本部に対する
感謝状の贈呈を下記のとおり行いました。

記
１ 表彰式
� 日時 平成１１年１２月２日� １６時２０分から
� 場所 JTビル７階 自治省講堂（港区虎ノ門２－２－１）
２ 受章者等
� 消防庁長官表彰（国際協力功労章） 受章者（４６名）

� 消防庁長官感謝状贈呈機関（１１機関）

消防庁救急救助課 広域消防応援対策官 北出 正俊
消防庁防災課 災害対策官 吉田 悦教
消防庁救急救助課 自治技官 大嶋 文彦
東京消防庁 消防司令長 鈴木唯一郎

〃 消防司令長 大曽根 隆
〃 消防司令 河村 良一
〃 消防司令補 幾田 雅明
〃 消防司令補 榎本 暁
〃 消防司令補 三宮 昭太
〃 消防司令補 瀬戸 清
〃 消防司令補 千葉 稔
〃 消防司令補 藤井誠一郎
〃 消防司令補 巻田 隆史
〃 消防司令補 倉持 定美
〃 消防士長 黒澤 勝
〃 消防士長 佐藤 博
〃 消防士長 武藤 久
〃 消防士長 吉岡 利之
〃 消防副士長 金野 秀行
〃 消防副士長 木村 久一
〃 消防副士長 八城 国弘

仙台市消防局 消防司令補 伊香 修司
〃 消防司令補 熊谷 光晴

仙台市消防局 消防士長 小林 邦彦
〃 消防士 小畑 真美

千葉市消防局 消防司令補 野崎 通男
〃 消防司令補 石川 敦
〃 消防士長 秋庭 利行

京都市消防局 消防司令 濱田 康寛
〃 消防士長 松野 芳則
〃 消防士長 山本 昇
〃 消防士 武村 直樹

松戸市消防局 消防司令補 菊池 要二
〃 消防司令補 市川 敬章

川口市消防本部 消防司令補 小倉 務
〃 消防士長 佐藤 治之

新潟市消防局 消防司令補 新保 敏之
〃 消防士長 古山 透

岡山市消防局 消防司令補 竹本 光信
〃 消防士長 森野 和直

倉敷市消防局 消防司令補 杉原 正一
〃 消防士長 名越 康雄

佐世保市消防局 消防司令補 太田 輝久
〃 消防士長 吉田 安孝

鹿児島市消防局 消防司令 山下 裕二
〃 消防司令補 松下 剛

東京消防庁
仙台市消防局
千葉市消防局
京都市消防局

松戸市消防局
川口市消防本部
新潟市消防局
岡山市消防局

倉敷市消防局
佐世保市消防局
鹿児島市消防局

（総 務 課）
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災害ボランティア連絡協議会の開催について

近年、災害時のボランティア活動の有用性が

国民に広く浸透し、各分野でボランティア団体

や専門知識を有するボランティアが増加してい

ます。

しかし、ボランティア活動とは本来各個人の

意思と責任に基づいて行われる活動でもあるこ

とから、行政機関として作業依頼や活動支援を

どのように行うべきであるか十分に整理されて

いない場合が少なくありません。

ボランティア活動を行う側からも、被災地の

被害情報や各施設における必要人員数などの情

報交換や、ボランティアの活動拠点の整備、ボ

ランティア活動に関して発生する事故等への補

償について行政機関が支援することが必要であ

るという意見も出ており、改めて、災害ボラン

ティア活動と行政機関の関係、特に、防災担当

部局として災害時の災害ボランティア活動に対

する協力について整理することが求められてい

ます。

そこで消防庁では、平成１１年１１月２６日に全都

道府県消防防災担当課長、全政令指定都市防災

担当課長、東京消防庁防災課長及び消防庁防災

課長を構成員とする「災害ボランティア連絡協

議会」を設置しました。この協議会の場におい

て、全国の防災担当者の意見交換を通じて、行

政機関として災害時に災害ボランティア活動に

対してどのような協力ができるか検討すること

としています。

実際には、各行政機関においては、ボランテ

ィア対応の窓口は多岐にわたっておりますが、

この協議会では、行政機関の災害対応の前面に

立つ防災部局として、防災活動の一部を構成す

る災害ボランティア活動にどのように対応する

べきか連絡、検討することとしています。

第１回会合では、阪神・淡路大震災の経験を

元にボランティア活動の支援を行っている兵庫

県、県内の市町村のネットワークや各地域のボ

ランティア団体のネットワーク化が進んでいる

神奈川県、災害時の消防活動支援を目的とした

ボランティアの訓練を行っている東京消防庁に

それぞれ事例を紹介していただきました。

今後も、実際にボランティア活動を経験した

人の意見なども聞きながら、行政機関と災害ボ

ランティアとの円滑な協力体制の構築に向けた

議論を進めていく予定です。

防 災 課

��������������� お 知 ら せ ���������������
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平成１１年１２月の主な通知・通達について

☆テレビによる防災キャンペーン（２月分）☆

（平成１１年１２月１７日付）

氏 名 新 旧

秋 葉 洋 免兼防災課課長補佐併任解除 危険物規制課課長補佐兼防災課課長補佐併任
（科学技術庁原子力安全・防災対策室）

（平成１１年１２月３１日付）

氏 名 新 旧

丸 山 浩 司 命特殊災害室長事務取扱 防災課長

遠 藤 勇 出向
（自治大臣官房参事官へ）

特殊災害室長

��������������� 消 防 庁 辞 令 ���������������

発 番 号 日 付 あ て 先 発信者 標 題

消防災第９５号 平成１１年
１２月１３日

各都道府県知事 消防庁長官 コンピュータ西暦２０００年問題に係る各都道府県
消防防災担当部局及び各市町村防災担当部局に
おける年末年始の警戒体制の整備について

消防災第９６号 平成１１年
１２月１３日

各都道府県消防防災主管
部長

防災課長 コンピュータ西暦２０００年問題に係る消防機関の
具体的な年末年始における対応について

消防情第２６３号 平成１１年
１２月１６日

各都道府県消防防災主管
部長

防災情報室長 建物建築費指数について

消防情第２６２号 平成１１年
１２月１７日

各都道府県消防防災主管
部長

防災情報室長 平成１１年（１月～９月）における火災の概要（概
数）について

消防情第２６４号 平成１１年
１２月１７日

都道府県消防防災主管部
長

防災情報室長 年末・年始における消防・防災システムの機能
点検等の実施について

消防危第１１４号 平成１１年
１２月１６日

都道府県消防主管部長 危険物規制課長 Y２K問題によって派生する危険物関係事故の
防止の徹底について

消防消第２７２号 平成１１年
１２月２０日

各都道府県知事 消防庁次長 ○○市（町村）消防団員の定員、任免、給与、
服務等に関する条例準則の一部改正について

消防救第２７９号 平成１１年
１２月２１日

都道府県消防防災主管部
長

救急救助課長 コンピュータ西暦２０００年問題に係る年末年始の
消防機関の対応について

消防特第１９６号 平成１１年
１２月２７日

各都道府県知事 消防庁長官 原子力防災対策設備緊急整備費補助金交付要綱
について

ご 存 じ で す か ～ 防 災 ミ ニ 百 科 ～

放 送 日 主 管 課 テ ー マ

２月１７日 予 防 課 （仮）春の全国火災予防運動
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☆文化財防火デー

☆消火栓の付近での駐車の禁止

☆電気器具の安全な取扱い

☆１月１７日は「防災とボランティアの日」

１月の広報テーマ

消防庁ホームページ
http://www.fdma.go.jp

編 集 発 行

消 防 庁 総 務 課

〒１０５―８４８９東京都港区虎ノ門

２丁目２番１号

TEL ��（����）����

編 集 後 記

心配していたY２Kによる災害もなく、無事西暦２０００年を迎えることができまし
た。今回の年越しは、人間にとって「便利な道具」であるはずのコンピュータが「不
便な道具」に変貌し、すっかり振り回されてしまったようです。「便利な道具」で
あるコンピュータからの人間に対する忠告だったのかも知れません。
さて、全国の各消防本部におかれましては、様々な趣向を凝らした消防出初式を

実施され、気持ちを新たにされたところと思います。
これから春にかけて本格的な火災シーズンとなり、消防機関の方々にとっては、

大変忙しい時期となります。また、寒さも一段と厳しくなりますので、事故等に十
分注意し、気を引き締めて頑張っていただきたいと思います。
本年も、より充実した「消防の動き」を発刊していこうと思っておりますので、

引き続きご愛読の程、よろしくお願いします。
（K.F）
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